




 

 

は じ め に  

 

軍事政権から民主政権への移行を進めるミャンマーに対し、欧米諸国の経済制裁は

2012 年に大幅に緩和されました。その後ミャンマーは海外企業の新規投資を促進する外

国投資法はじめ各種経済関係法令を制定又は改正し、2014 年には ASEAN 議長国に就任

するなど、国際社会に完全に復帰しつつあります。  

我が国も近年ミャンマーへの支援策を積極的に打ち出し、2013 年 5 月には 36 年ぶり

に日本国総理大臣がミャンマーを公式訪問して、民生向上・貧困削減、人材育成・制度

整備、インフラ整備の 3 つを優先分野として幅広く協力していくことを表明しました。  

日本の約 1.8 倍の国土に推定で 6300 万人を超える人口を有するミャンマーは、未開拓

な経済領域が多く、豊富な天然資源に恵まれ、成長するアジアの中心に位置する地理的

優位性があることに加え、安価で豊富な労働力と潜在的な消費市場という魅力があるこ

とから、世界から熱い視線が向けられ、多くの企業が進出の可能性を探っております。  

敬虔な仏教徒が国民の多数を占め、成人識字率も極めて高く、アジアの中で最も親日

的な国の一つであるミャンマーは、我が国企業の進出においても大変魅力があります。

このようなミャンマーに我が国が経済協力を行いその発展を図ることは、我が国を含む

アジア全体の経済発展において大きな価値があると考えられます。  

「ミャンマーにおける海事産業の現状及び今後の動向に関する調査」は、平成 23 年度

にミャンマーの経済及び海事産業の基礎的調査を実施し、平成 24 年度においてはこの国

の重要な輸送手段である内陸水運船の代替建造や造船所の設備改修について重点的に調

査を進めました。しかしながら、今後、ミャンマーの海事産業の健全な発展を図るため

には、造船所の新造・修繕における技術者の養成、船舶の運航における海技者・エンジ

ニアの養成等が急務であることも明らかになりました。  

このため、平成 25 年度においては、ミャンマーに関する一連の調査の最終年度として、

ミャンマーにおける海事産業を支える人材育成や教育訓練に関して、その現状と将来像

について取りまとめました。  

今後、我が国海事関係者が、ミャンマーの海事産業振興に貢献し、我が国を含むアジ

ア全体の経済発展を図るためにご活用いただければ幸甚です。  
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１．調査の概要 

1.1. 調査の背景および目的 

ミャンマーの海事産業に関しては、平成 23 年度に基礎調査を行い、平成 24 年度にお

いては船舶の代替建造、造船所の改修等に関わる調査を行った。現在、海事関連の ODA

案件として新規フェリーボートの建造が進行中であり、今後、内陸水運船の代替建造や

造船所の改修等についてミャンマー側からの要請が見込まれる。しかしながら、今後、

ミャンマーの海事産業の健全な発展を図るためには、造船所の新造、修繕における技術

者の養成、船舶の運航における海技者・エンジニアの養成等が急務である。とりわけ、

これまで中国等の船舶、機器等を導入してきたミャンマーの海事産業に、我が国の優れ

た技術、機関や航海計器等の舶用機器の使い方、運用に関するノウハウをミャンマーの

海事産業を支える若い世代に早急に普及させていくことが必要である。これにより、現

在進行中あるいは今後推進する経済協力・技術協力の成果をより一層高め、効率的な船

舶の建造・修繕、船舶の安全な運航等に寄与することができるとともに、我が国海事産

業がミャンマーにおいて活動を広げる可能性を高めることができる。このため平成 25 年

度においては、ミャンマーにおける海事産業を支える人材育成や教育訓練に関して、そ

の現状と将来像について取り纏めることを本調査の目的とした。  

 

1.2. 調査の内容 

本調査ではミャンマーの海事産業における人材育成・教育訓練の現状を調査、把握す

ると共に、海事産業を支える人材育成のための将来像を調査した。調査の内容は以下の

とおりである。  

1) ミャンマーの海事産業人材の概要  

� 海運・海事サービス  

� 内陸水運  

� 漁業  

� 造船  

� 港湾  

� 海事局  

� 水資源河川開発局  

2) 海事教育機関の現状  

� 商船大学  

� 海事大学  

3) 海事関係各組織における人材育成の現状  

� 内陸水運公社  

� 海事局  

� Myanmar Marine Egineering Assosiation 

� Myanmar Seaman Employment Assosiation 
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4) 海事関係者を取り巻く環境に関する情報・ニーズ・課題  

� 世界と国内の海事従事者に関するニーズと必要とされる技能等  

� 海事関連の国際条約における規定と必要とされる技能等  

� ミャンマーの海事関係者のニーズ（ヒアリング調査）  

 

5) 海事産業を支える人材育成のための将来像  

 

1.3. 調査の方法、調査期間 

調査方法は次のとおりとした。調査期間は平成 25 年 9 月～平成 26 年 1 月であった。

写真、図表等で、調査先から入手したものはその出典を明示した。出典の記述のないも

のは、基本的に調査の過程で撮影、作成等を行ったものである。  

1）文献調査  

2）ミャンマー政府（海事関係機関）、大学、船社、造船所等へのヒアリング調査  
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２．ミャンマーの海事産業人材に関する概要 

2.1 海運・海事サービス 

ミャンマー最大の海運会社は、1959 年に設立され、元運輸省（MOT）傘下で、2010

年に民営化された MFSL（Myanma Five Star Line (MFSL)）である。同社は現在

Myanmar Economic Holding Limited によって運営されている。MSFL 以外のミャンマ

ーの海運会社として KMA（Kaung Myanmar Aung）Shippping Line や E.F.R Express 

Services Limited などが挙げられる。  

一方、外国の外航海運船社は、ACL（シンガポール）、CHINA SHIPPING（中国）、COSCO

（中国）、HAN JIN(韓国)、LIAN HUAT（シンガポール）、MAERSK（デンマーク）、

P&O（英・蘭）、PDZ（シンガポール）、WAN HAI（台湾）、SEA CONSORTIUM（シ

ンガポール）、HUB Line（マレーシア）、EP CARRIER（シンガポール）、イースタン・

カー・ライナ一（ECL）（日本）などが挙げられる。これらの船舶はヤンゴン港（ヤンゴン

本港及びティラワ地区港）に入港し、在来船サービスとコンテナ船サービスである。 

MFSL は在来サービスとして、欧州サービス（EUS）と極東サービス（FES）を提供

し、コンテナ船サービスとして、シンガポール／マレーシア／ヤンゴン間のフィーダー

サービスを提供している。今後の欧米の経済制裁の解除に伴う需要増をにらみ、欧米へ

のサービス拡大を計画している。そのために多目的船を 2 隻ほど増強する計画のようで

ある。MFSL はコンテナサービスについては、欧米へのトランクラインサービスを有し

ておらず、フィーダーサービスに徹している。他の外航船社も欧米への直接のトランク

ラインサービスは提供しておらず、全て、シンガポール船社やマレーシア船社などのフ

ィーダーサービスがシンガポールで接続する形を取る。MSFL の在来サービスとして、

日本航路については ECL と業務提携をし、ECL による運航が行われている。表 2-1 にミ

ャンマーにおける主な海事サービス企業を示す。これらの企業には国際貿易だけではな

く、沿岸海運の企業も含まれる。また、表 2-2 にはミャンマー船籍の外航・沿岸海運船

舶数を示す。同表に示すように沿岸海運の貨物船の総トン数は 2010 年以降約 2 倍にまで

増えている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 左：ヤンゴン港停泊中の MFSL 船舶、右：ヤンゴン港を出る外航船 
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表 2-1 主な海事サービス企業  

Company Name Major goods 

Win Pacific Company Limited General Cargo, Container 

Oversea Marine Engineering Co; Ltd Wood, Container 

Gold Shipping Agency Services Ltd General Cargo, Container 

Flower News Co; Ltd Wood, Rice & General Cargo With Container 

Pack Zone International Moving Services General Cargo with Container 

Secure Shipping Services Co, Ltd General Cargo with Container 

Myanmar Reliance Shipping Services Ltd General Cargo with Container 

Unity Land Logistics Co, Ltd General Cargo with Container 

Unity Shipping & Services Agencies Ltd General Cargo with Container 

Sedate Shipping & Logistics Co, Ltd General Cargo with Container 

Thiri Myintzu Group Co, Ltd General Cargo 

Amarapura Maritime Services Co Ltd General Cargo 

KMA (Kaung Myanmar Aung ) shipping line General Cargo & Container 

PNG (shipping agent) General Cargo & Container 

Myanma Five Star Line (MFSL) Passenger service, Container & General Cargo 

Gulf Group of Companies General Cargo & Container 

E.F.R Express Services Limited General Cargo & Passenger Service 

Ben Line Agencies General Cargo & Container 

出典：調査団作成  

表 2-2 ミャンマー船籍の外航・沿岸海運船舶数及び総トン数 

 

出典：海事局（DMA）の資料をベースに作成  

 

ミャンマーにとって船員は、雇用確保という意味においても、外貨獲得の手段という

意味においても重要な職業である。表 2-3にミャンマーにおける船員登録数を示したが、

船員登録者数は増加傾向であり、2012 年には 8 万人を超えている。2012 年における甲

板部職員（士官）の資格者数を表 2-5 に、期間部職員（一部部員）を表 2-6 に示す。ミ

No Tonnage No Tonnage No Tonnage

2007 20 135,660 16 10,750 166 47,460

2008 23 155,010 16 11,750 166 47,460

2009 12 239,600 16 12,130 139 44,160

2010 19 131,550 12 10,670 104 73,460

2011 19 112,670 12 10,670 122 93,770

Foreign Trade Vessels
Coastal Passenger CUM 

Cargo Vessels

Coastal General Cargo 

VesselsYears
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ャンマーは多くの幹部船員を育成し、表 2-4 に示されるように、2011 年における幹部船

員（職員）の供給数は 2 万人を超え、世界で 8 番目に位置する。  

表 2-3 船員登録者数  

Year  Number of Issued 

CDC  

Total Registered 

Seafarer  

2007 1145 65,922 

2008 1680 67,602 

2009 1767 69,369 

2010 2401 71,770 

2011 4153 75,923 

2012 6019 81,942 

出典：海事局（DMA）の資料をベースに作成  

表 2-4 世界の幹部船員（職員）の供給状況（2011 年）  

 
出典：運輸局（DoT）の資料をベースに作成  

 

 

 

No. Country
Number of officers

supplied

Market share officers,

percentage of world

1 China 90,296 12.1

2 Indonesia 61,821 8.3

3 Turkey 51,009 6.8

4 Russian Federation 40,000 5.4

5 Malaysia 28,687 3.8

6 Philippines 23,492 3.1

7 Bulgaria 22,379 3.0

8 Myanmar 20,145 2.7

9 Sri Lanka 19,511 2.6

10 United States 16,644 2.2

11 India 16,176 2.2

12 Honduras 15,341 2.1

13 Cambodia 12,004 1.6

14 Viet Nam 11,438 1.5

15 Italy 11,390 1.5

16 Ukraine 11,000 1.5

17 Pakistan 9,327 1.2

18 France 9,316 1.2

19 Egypt 9,000 1.2

20 United Kingdom 8,990 1.2

World 747,306 100
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表 2-5 甲板部職員（士官）資格者数（外航）（2012 年） 

Certification System (Deck_ Foreign Going) 

DECK 
Number of Certificate 

Holders 

Deck Officer Class I 1,019 

Deck Officer Class II 1,851 

Deck Officer Class III 5,589 

Deck Officer Class IV 88 

Deck Officer Class V 495 

Total 9,042 

出典：海事局（DMA）の資料をベースに作成  

表 2-6 機関部職員・部員資格者数（外航）（2012 年）  

Certification System (Marine Engineer_ Foreign Going) 

ENGINE 
Number of Certificate 

Holders 

Engineer Officer Class I 834 

Engineer Officer Class II 2,205 

Engineer Officer Class III 6,625 

Electrical Engineer Officer 1,658 

Electrical Rating 2,307 

Total 13,629 

出典：海事局（DMA）の資料をベースに作成  

 

2.2. 内陸水運 

ミャンマーは河川交通網が発達しており、エーヤワディ川  

(Ayeyarwaddy)を中心に、チンドウィン   川  (Chindwin)、タン

ルイン川  (Thanlwin)、カラダン   川  (Kaladan)での水運利用

が行われ、ミャンマーの 4 大水系と呼ばれている。チンドウ

ィン川はミャンマー中部周辺でエーヤワディ川に合流する。  

 内陸水運による貨物量は、鉄道輸送を上回り、地方の道路

網整備が遅れているため、内陸水運はミャンマーにとって非

常に重要な輸送手段となっている。ミャンマー全土における

可航河川の総延長は約 6,600km であり、海事局（DMA）の情

報によると 218 の河川港が存在する。河川港の多くは、自然

のままの川岸であり、船は揚荷、積荷のために短時間接岸し、

貨客は渡り板を歩いて川岸へ移動する。主要河川港を除いた

地方河川港にある乗降施設は、自然の川岸に渡り板をかけた

形式や老朽化したポンツーン形式のものがほとんどであり、

コンテナサービスはない。主要な河川港は、ヤンゴン港、古

都のマンダレー港（Mandalay)、エーヤワディデルタの主要都

市パテイン港（Pathein）、チンドゥイン川下流の農産物集散

T
h
a
n
lw

in
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r

K
a
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d
a
n
R
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r

Bhamo

Yangon

Confluence

Khamti

図-1 ミャンマー４大水系
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地モンユワ港（Monywa）、モン州の州都モーラミャイン港（Mawlamyaine）、ラカイン州の

州都シットウェ港（Sittwe）である。  

 

   

出典：（左）DMA 

図 2-3 民間内航運搬船 

（1） 内陸水運船の隻数と総トン数 

内陸水運船の船腹は表 2-7 のとおりである。2009 年は 2008 年に比べ隻数、総ト

ン数ともに大きく増加している。  

表 2-7 内陸水運船の隻数と総トン数 

年  
旅客フェリー  貨物フェリー  油バージ  

隻数  総トン数 隻数  総トン数 隻数  総トン数

2008～09 371 36,302 592 40,151 64 18,278 

2009～10 421 41,024 681 68,803 81 25,439 

出典：海事局（DMA） 

（2） 内陸水運の輸送貨物 

2004 年から 2008 年までの間、内陸水運船で輸送された主要な貨物の種類を表

2-8 に示す。主に雑貨、建設資材、材木を輸送している。  

表 2-8 内陸水運の主要貨物（トン） 

 

出典：海事局（DMA） 
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図 2-4 内陸水運の旅客フェリー 

 

（3） 内陸水運公社（Inland Water Transport） 

現在の IWT の前身は 1865 年に設立されたが、当時の組織は Irrawaddy Flotilla 

Company Limited（IFCL）という社名の民間会社であった。1948 年 6 月 1 日、英

国の植民地支配からの独立を獲得した後、IFCL は国有化された。1972 年に新たな

行政命令により" Inland Water Transport Corporation" となり、1989 年 4 月 1 日

に現在の名前“Inland Water Transport”に変更された。  

内陸水運の中心的な役割を担っているのはミャンマー運輸省（MOT）傘下の内陸

水運公社 (IWT)である。IWT はデルタ地域、エーヤワディ川、チンドウィン川、モ

ン州の河川、カレン州の河川、ラカイン州の河川の可航水路を対象に貨客船のサー

ビスを提供している。また、主要河川と交差する場所においては車やトラックの順

調な運送のためにフェリーのサービスも運営している。  

内陸水運業を目的とする国有企業の IWT は、所有する船舶や河川港などの施設

を利用し、国民のニーズや要望に沿うように交通機関としての能力を最適化し、輸

送サービスを提供することである。IWT の主な機能は次のとおりである。  

● エーヤワディ川、チンドウィン川、ダラ地区、ラカイン、モン州、カイン州

の航行水路で乗客や貨物の輸送を実施すること  

● 乗客や車両、貨物の利便性のあるフェリーサービスの運航  

IWT の船隊は、2010 年 3 月時点、動力船 261 隻、非動力船 206 隻の計 467 隻、

また、2012 年 2 月時点の従業員数は、職員、スタッフ合わせて約 4,000 人となっ

ている。IWT は船隊の新造や修繕、検査のために国内に 6 か所の造船所を保有して

いる。  

 

 

－ 8 －
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出典：（左）海事局  

図 2-5 IWT 内航船 

 

IWT 傘下の 6 つの輸送部門における運航船舶数とサービスルートマイルは表 2-9

に示すとおりであり、2011-2012 年度における総貨物輸送量は約 330 百万トンであ

る。また、IWT の従業員数を表 2-10 に示す。また、IWT における資格登録者数を

表 2-11 および表 2-12 に示す。  

なお、内陸水運全体（民間を含む）における資格登録者数は表 2-13 および表 2-14

に示すとおりである。  

表 2-9 各輸送部門におけるサービス状況 

No

. 
Division Regular

Expres

s 
Ferry Total

Service Route 

Mile 

1 Cargo - 1 - 1 1,396 

2 Delta 12 - 5 17 1,600 

3 Ayeyarwaddy 7 1 - 8 1,749 

4 Chindwin 3 - - 3 928 

5 Thanlwin - 3 1 4 28 

6 Rakkhine 2 - - 2 304 

Total 24 5 6 35 6,005 

 出典：内陸水運公社（ IWT）のデータをベースに作成  

表 2-10 IWT の従業員数 

 
計画従業員

数  
現従業員数  

Officers 273 197 

Staff 10,666 3,752 

Total 10,939 3,949 

出典：内陸水運公社（ IWT）資料をベースに作成  
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表 2-11 IWT 資格保有者数 (Navigation Department) 2013 年現在 

No. Section 
First 

Class 

Second 

Class 
Third Class Total 

1 
Cargo Transport 

Section  
49 55 92 196 

2 Delta Section 41 73 61 175 

3 Ayeyarwady Section 37 23 68 128 

4 Chindwin Section 15 16 27 58 

5 Thanlwin Section 4 13 27 44 

6 Rakhine Section 36 16 60 112 

Total 182 196 335 713 

出典： IWT の資料をベースに作成  

表 2-12 IWT 資格保有者数 (Vessels Engineers Section) 2013 年現在 

No. Section I.S.V First Class
Second 

Class 
Remarks 

1 Cargo Transport Section 2 31 33 66 

2 Delta Section 2 78 52 132 

3 Ayeyarwady Section 6 25 59 90 

4 Chindwin Section 3 5 13 21 

5 Thanlwin Section - 9 15 24 

6 Rakhine Section 1 10 31 42 

Total 14 158 203 375 

出典： IWT の資料をベースに作成  

表 2-13 甲板士官資格者数（内航全体） 

Certification System (Deck Inland) 

DECK 
Number of Certificate 

Holders 

Inland Master Class I 301 

Inland Master Class II 1,501 

Inland Master Class III 700 

Master Coastal 1,284 

Deck / Engine Crew 6,916 

出典：海事局（DMA）の資料をベースに作成  
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表 2-14 機関士資格者数（内航全体）  

Certification System (Engine_ Inland) 

ENGINE 
Number of Certificate 

Holders 

Engine Room Rating 10,443 

Engine Room Fitter 2,121 

First Class Engine Driver (inland) 5,955 

Second Class Engine Driver 

(inland) 
7,969 

Work shop skill training 1,658 

出典：海事局（DMA）の資料をベースに作成  

 

2.3. 漁業 

ミャンマー畜水産省水産局のデータによると、ミャンマー領海内における魚種は約 770

であり、そのうち約 470 種は遠海魚であり、67 種の経済的重要な魚種も含まれる。ミャ

ンマーの漁業は近海漁業（ inshore or coastal fisheries）と遠海漁業（offshore fisheries）

に分類され、それぞれの定義は以下示すとおりである。  

 

 近海漁業：沿岸から 5 海里（Rakhine Coastal Zone）、沿岸から 10 海里（Ayeyarwady 

Delta Zone and Tanintharyi Coastal Zone）（漁船は全長 30ft 以上、エン

ジンは 12 馬力以上でなければならない）  

 遠海漁業：ベースラインから 12 海里遠海。  

 

また、漁業水域は以下のように三つに分けられる。  

①  Rakhine Coastal Zone：ミャンマー西部に位置し、狭い大陸棚地域でベンガル湾

に接している。沿岸線総延長 740km、面積 367,780km2。沿岸線上部（北部）は浅

く、デルタの形態。南部は岩石が多い。  

②  Ayeyarwady Delta Zone：Mawdin と Martaban 湾の間に位置し、Ayeyarwady 川

の河口部である。沿岸線総延長 740km、面積 367,780km2。Ayeyarwady 川からの

堆積土が毎年 25 億トンに達し、100 年間で 5km のデルタ地帯が形成される。堆積

土により水深 40mの領域が沿岸から約 35kmまで広がっていると推定されている。 

③  Tanintharyi Coastal Zone：Martaban 湾南部から Myeik 列島、Andaman 海まで

広がる。沿岸線総延長 1,200km、面積 43,344 km2。  

 

沿岸域にはマングローブや干潟が広く分布し、間に砂浜も分布している。海底状況は

近海から深海に向けて大きく変化し、大陸棚域は深度 200m まで傾斜している。大陸棚

域の外側は水深 800m となり、深海になる。次に、各漁業水域における主な水揚げ場所

は以下のとおりである。  

  Rakhine Coastal Zone：Sittwe、Thandwae 

－ 11 －
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  Ayeyarwady Delta Zone：Pathein、Yangon、Mawlamyein 

  Tanintharyi Coastal Zone：Myeik、Kawthaung 

 

 

出典：Special Meeting on Improvement of Tuna Information and Data Collection in the Southeast Asia, 2011 

図 2-6 ミャンマーの漁業水域および主な水揚げ場所 

 

 ミャンマーの漁業で使用されている主な漁具は、表 2-15 に示すように、底引き網、巾

着網、流し網、延縄、刺し網、定置網であり、底引き網漁と流し網魚が中心になってい

る。また、漁船の数としては、2002 年以降 10 年間の小型漁船の数は多少増減するもの

の、エンジンあり・なしの合計数は 3 万隻前後で推移している。遠海漁船の場合、ミャ

ンマー籍の漁船の数は 2002 年以降減少傾向が続いていたものの、2010 年に再び増加傾

向に転じている。一方、外国の漁船の数は 2004 年をピークに減少したものの、2007 年

に増加傾向に転じ、2011 年に再び減少している（表 2-16）。  

   

図 2-7 一般的な漁船  
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表 2-15 各地域で登録されている漁船のタイプ  

 

出典：Ministry of Livestock and Fisheries, Department of Fisheries 

備考：現在 Head Office 所在地は Naypyitaw。首都移転に伴いヤンゴン地域の漁船の管理を Head Office へ

移行したため、ヤンゴンでの登録はない。 

表 2-16 ミャンマー全体の漁船数  

 

出典：Ministry of Livestock and Fisheries, Department of Fisheries 
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2.4. 造船 

2.4.1. 概要  

ミャンマーの造船業は、商業ベースで業務を行っているミャンマー造船公社（MS）、港湾

公社（MPA）、海運局（DMA）および内陸水運公社（IWT）に属する船舶を修理・新造する

造船・修理所および民間の造船・修理所に分けられる。現在、ミャンマーで建造可能な最大

船舶は、ミャンマー造船公社（MS）の 12,000DWT である。延長 168.0m、幅 28.0m、深さ

9.0m で、中国支援を受けて増設され、2005 年に完成した船台がある。各造船所、造船・修

理所の概要は以下のとおりである。一方、MPA、DMA、IWTは各組織に属する船舶の修理・

造船に責任を負うことになっているが、その役割を果たす一方で、近年、政府方針に従って、

民間船舶の修理などを手がけ、増収を図ったりしている。民間の造船・修理所も多数あるが、

小規模であり、ウィンチやスリップウェイ等の施設が無く、単に川岸で船舶の建造・修理を

行うだけの造船所も多く、ほとんどが木造船の建造・修理を行っている。 

 

2.4.2. ミャンマー造船公社（MS）  

161.5 エーカーの敷地内に 12,000DWT 級の修繕用ドライドックと 12 機のドッキング

バースを有する最大 2,000DWT のスリップウェイヤードを有している。1958 年ミャンマ

ー政府は自国の造船産業育成方針プロジェクトを開始し、旧ユーゴスラビアの援助を受

け、1964 年造船所の建造を開始し、1969 年に完工した。この造船所が翌 1970 年運輸省

傘下の国営造船所として船舶修理を開始し、1972 年に「Burma Dockyards Corporation 

(BDC)」として組織の改編を行った。1976 年に BDC は公共・民間双方のセクターへの

商業ベースの活動が許可され、1981 年より本格的な船舶の建造を開始した。1989 年 3

月に国営企業の「Myanma Shipyards (MS)」として組織再編が行われた。2013 年 3 月

現在まで同造船公社における新造船および修理船の数はぞれぞれ 486 隻および 1,465 隻

である。  

ミャンマー造船公社の組織は図 2-9 に示すとおり、①技術プランニング及びデザイン

部 （Technical Planning & Design）、②生産部（Production）、③経理部（Finance）、

④総務部（General Administration）によって構成される。また、各部門における正規

職員数は表 2-17 に示すとおりであり、合計で 523 名である。なお、非正規（再委託）ワ

ーカー数は 200～600 名である。  

   

出典：Myanma Shipyards (MS) 

図 2-8 造船所内風景(左：遠景、右：造船所内) 
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                             出典：ミャンマー造船公社  

図 2-9 ミャンマー造船所組織図 

表 2-17 MS における正規職員数（2012 年現在） 

No. Department Quantity

1 Technical Planning  71 

2 Production  364 

3 Finance  37 

4 General Administration  51 

Total  523 

出典：MS のデータを元に調査団作成  

 

2.4.3. IWT ドックヤード  

IWT のドックヤードでは IWT が所有する船舶類やポンツーン等の修理を行う。さらに、

現存する船隊や施設を維持・管理するための、老朽船の徹底点検、新造船の建造、毎年

及び緊急の本船ドッキング、メインエンジンとギヤの再点検、必要に応じ新エンジンの

導入を行う。IWT には 6 つのドックヤードがある｡この中で Dalla 造船所は 12ha あり、

最も規模が大きく、14 のスリップウェイをもち、22 隻の船舶を同時にドッキングできる。

各造船所の規模やキャパシティ等を表 2-18 に示す。また、各ドックヤードにおける人材

状況は表 2-19 に示すとおりであり、Dalla ドックヤードで最も多く、正規職員数は合計

で 246 名である。  

 

 

 

ORGANIZATION STRUCTURE

Board of 

Management

Managing Director

Production 

Department

Finance

Department

Technical Planning

Department

Administration

Department

Ship Repairing &

General Engineering

Shipbuilding

12000 dwt

Dry Dock

Store Department

Design Department
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表 2-18 IWT 所有造船所リスト 

 

出典：内陸水運公社（ IWT）資料をベースに作成  

表 2-19 IWT ドックヤード人材状況（2013 年現在） 

Sr

. 

Particular Engineers Skill Labours Total 

1 Dalla dockyard 12 234 246 

2 Dagaon Seik Kan 

dockyard  

4 115 119 

3 Yadanabon dockyard 6 37 43 

4 Thanlwin dockyard 2 28 30 

5 Sittwe dockyard 2 63 65 

6 Chindwin dockyard 3 27 30 

     出典： IWT のデータをベースに作成  

 

   

図 2-10 Dalla 造船所風景 

 

 

 

 

Max: light weight

for Docking

1 Dalla dockyard Dalla 1852 30 14 22 vessels 1400 tons

2
Dagaon Seik Kan

dockyard *

Dagaon Seik

Kan
2013 30 2 24 vessels 250 tons

3 Yadanabon dockyard Mandalay 1864 12.11 1 5 vessels 300 tons

4 Thanlwin dockyard Mottama
ー ー

1 2 vessels 300 tons

5 Sittwe dockyard Sittwe
ー ー

1 5 vessels 250 tons

6 Chindwin dockyard Monywa
ー ー

1 3 vessels 250 tons

* Moved Ahlone dockyard to Dagon Seik Kan

Sr. Particular Location
Number of

slipways
Capacity

Established

Year

Land area

(arc)
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図 2-11 移転作業中の Dagon Seik Kan 造船所風景 

 

2.4.4. ミャンマー港湾公社（MPA）のドックヤード  

MPA のドックヤードは MPA の組織の中で、機関技術部（Mechanical Engineering 

Department）に属し、港湾サービス船やその他の浮体構造物、網取りおよび水路灯火ブ

イなどの保守・修理や貨物取扱機材、車、電気機材の保守・修理などを担当する組織で

ある。  

MPA には Thein Byu Dockyard、Angyi Dockyard、Setsan Dockyard と 3 つのドック

ヤードがある。Angyi Dockyard は 2008 年 5 月のサイクロンナルギスで工場が吹き飛ば

されるという甚大な被害を受けている。また、Setsan Dockyard はシルトがドックヤー

ドの下段まで堆積するという問題を抱えている。各ドックヤードの詳細は以下の通りで

ある。  

表 2-20  Thein Byu Dockyard の場所および規模 

場所  Strand Road, Seikkan Township 

敷地面積  10.4 acres 

創設年  1920 

造船台  

6 slipways 

最大船台長さ 37m、幅 8.2m、ドラフト 1.5m の船舶が入梁可能（最

大 150 トン）  

主なサービス内容
船舶、ブイなどの建造・保守・修理と貨物取扱機器・車・電気設

備などの保守・修理を行う  

人材状況  
(2013 年現在 ) 

Officer（6 名）、Office Staff & Security（27）、Skill Labours（107

名）  

→合計（140 名）  

出典：港湾公社（MPA）の資料ベースに作成  
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表 2-21 Angyi Dockyard の場所および規模 

 

出典：港湾公社（MPA）の資料ベースに作成  

表 2-22 Sat San Dockyard の場所および規模 

場所  Upper Pazundaung, Mingalartaungnyunt Township 

敷地面積  6.1 acres 

創設年  

個人企業のドックヤードを 1964 年にヤンゴン港管理委員会が

買い取り。1990 年に海軍所有となったが、2002 年 8 月 9 日に海

軍から MPA へ返還。  

造船台  
最大船台長さ 68m、幅 14m、ドラフト 4m の船舶が入梁可能（最

大 1,400 トン）  

主なサービス内容  船舶の建造・修理、機器部品など保守・修理を行う  

人材状況  
(2013 年現在 ) 

Officer（3 名）、Office Staff & Security（12）、Skill Labours（21

名）  

→合計（36 名）  

 

出典：港湾公社（MPA）の資料ベースに作成  

 

   

出典：港湾公社（MPA） 

図 2-12 造船所風景（左：Thein Byu、右：Angyi） 

 

場所  Angyi, Dala Township 

敷地面積  15 acres 

創設年  
元々Bombay Burma 社の子会社。1966 年 4 月 1 日に Bombay Burma

社からミャンマーセラミックエンタプライズへ返還  

造船台  

4 slipways 

最大船台長さ 30m、幅 6.2m、ドラフト 1.5m の船舶が入梁可能（最

大 150 トン）  

主なサービス内容
自局の船舶の新造・保守・修理だけでなく、ヤンゴン港に寄港す

る外航船の緊急海上修理が可能である  

人材状況  
(2013 年現在 ) 

Officer（2 名）、Office Staff & Security（17）、Skill Labours（40 名）

→合計（59 名）  
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2.4.5. 民間造船所  

上述したように民間の造船所は、小規模であり、ウィンチやスリップウェイ等の施設

は無く、潮位や雨季乾季の河川の水位差を利用して出航するパターンも多い。比較的大

規模な民間の造船所は、以下のとおりである。  

SUCCESS LINKS Services Co. Ltd 

Royal Marine Engineering Co. Ltd 

Win & Associates 

Thilawa Ship breaking Yard (Peninsula Enterprise Ltd.) 

Dawn (AH YONEOO) Construction Co., Ltd. 

 

   

図 2-13 民間造船所の風景 

 

2.5. 港湾公社 Myanma Port Authority (MPA) 

港湾公社は、1954 年にヤンゴン港管理局、1972 年にビルマポート会社、1989 年に現

在のミャンマー港湾公社に改められている。前項で MPA Dock を紹介したが、MPA の主

たる業務はミャンマー国際港 9 港の港湾管理運営であり以下の業務を行っている。  

（1） MPA の業務（機能） 

①  ミャンマーの国際港（外貿港）である９港の管理、運営、（ヤンゴン港、モー

ラミャイン港、ダウェイ港、ミェイク港、コータウン港、パテイン港、タン

ドウェ港、チャオピュー港、シットウェ港） 

②  港湾計画の策定 

③  港湾施設・設備・機材の提供及び維持管理 

④  航路の浚渫 

⑤  航行支援（航路標識、タグボート、通信）及び水先案内業務 

⑥  船舶代理店業務 

⑦  MPA 所属船の修繕 

 

－ 19 －
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出典：港湾公社（MPA） 

図 2-14 ミャンマーの国際港（9 港） 

 

（2） 組織 

 MPAは総裁、副総裁以下、次の 8 部と 4室４地方管理部の組織で構成されている。

現在の職員数は約 3,500 人である。  

 

出典：運輸省（MOT） 

図 2-15 港湾公社組織図 

 

1) ８つの部  

①  運輸部（船内荷役、沿岸荷役、バース・荷役機器割当）  

② 船舶代理店部（ステベドア手配、通関事務、検量、陸送手配、食料・船用品手配） 

③  海務部（パイロット業務、入出港通信、航行援助施設・設備、救助、水中作

業、タグボート、パイロットボート等の舟艇管理、航行安全に関する業務）  

④  施設部（港湾施設・設備の維持、建設工事、浚渫、水路測量等）  

⑤  機械技術部（MPA 管轄のドックの運営・管理、MPA の機器の維持・修理等） 

－ 20 －
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⑥  経理部  

⑦  管理部（人事）  

⑧  倉庫部（資機材の保管や補給）  

2) ４つの室  

①  医務室  

②  監査室  

③  開発調整室  

④  コンピュータ室  

3) ４地方管理部  

①  ラカイン州港  

②  エーヤワディ州港  

③  モン州港  

④  タニンダリー州港  

 

（3） ヤンゴン港の入港船寄港の推移 

2008 年 5 月のサイクロンナルギスの被災以降、海外からの支援物資などで貨物量や船

舶の隻数が急増した。更に 2011 年の民主化に伴い貿易量と寄港船隻数の増加は一層加

速している。  

表 2-23 外航船寄港隻数、輸入・輸出トン数、コンテナ本数 

 

   出典：DMA 

 

（4） ヤンゴン港の外航船用バース 

ヤンゴン港とティラワ地区の大型船用バースを表 2-24 に示す。バース数は 2012 年

現在 23 バースである。コンテナターミナルはヤンゴン港で 4 か所 10 バース、ティラ

ワ地区では MITT の 1 か所 6 バースである。  

 

 

 

Last 3 Years

Year No of Vessels Import/Export tons Container(Box)

2008-2009 1,401 9,874,986 220,331

2009-2010 1,858 13,490,698 228,579

2010-2011 1,822 11,989,225 277,886

－ 21 －
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表 2-24 ヤンゴン港の外航船用バース（2012 年現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangon Inner Harbor Cargo Type Length(m) Width(m) Draft(m) DWT

Sule No.1 GC 137 12.2 9.0 15,000

Sule No.2 GC 137 12.2 9.0 15,000

Sule No.3 GC 137 12.2 9.0 15,000

Sule No.4 GC 137 12.2 9.0 15,000

Sule No.5 GC 168 12.2 9.0 15,000

Sule No.7 GC 162 12.2 9.0 15,000

Bo Aung kyaw No.1 GC & CTNR 137 15.2 9.0 15,000

Bo Aung kyaw No.2 GC & CTNR 137 15.2 9.0 15,000

Bo Aung kyaw No.3 CTNR 183 30 9.0 15,000

Asia World Port TML No,.1 GC & CTNR 198 30.5 9.0 15,000

Asia World Port TML No,.2 GC & CTNR 156 19.5 9.0 15,000

Asia World Port TML No,.3 GC & CTNR 260 30.5 9.0 15,000

Myanma Industrial Port No.1(MIP) GC & CTNR 155 18 9.0 15,000

Myanma Industrial Port No.2(MIP) GC & CTNR 155 18 9.0 15,000

Hteedan Oil TML Oil 88 15 9.0 15,000

Hteedan Port TML No.2 GC & CTNR 213 30 9.0 15,000

Hteedan Port TML No.3 GC & CTNR 213 30 9.0 15,000

Sub Total  17 Berth

Thilawa

MITT GC & CTNR 200 30 9.0 20,000

MITT GC & CTNR 200 30 9.0 20,000

MITT GC & CTNR 200 30 9.0 20,000

MITT GC & CTNR 200 30 9.0 20,000

MITT GC & CTNR 200 30 9.0 20,000

Myanmar Integrated Port Ltd(MIPL) GC & CTNR 200 17 9.0 20,000

Sub Total  6 Berth

Total 23 Berth

Source:MPA

－ 22 －
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2.6. 海事局（Department of Marine Administration）（DMA） 

（1） DMA の歴史 

海事局 (Department of Marine Administration) は、1930 年に Principal Port Officer

として設立後、1952 年に商船局 (Mercantile Marine Department)に名称が変更され、

1972 年 5 月 16 日より現在の名称に変更された。  

DMA はミャンマー海商法、ミャンマー船舶登録法及び内陸水運法等の国内海事法規に

基づき、船舶登録、船員資格証明、船員雇用、安全航行、海難対策などに責任を負う行

政組織である。また、海上での生命の安全確保と種々の船型の船舶の航海の安全及び海

洋環境の保護も重要な役割である。  

（2） 目標 

①  ミャンマー国籍の船舶を安全基準や安全慣行に適合させること。  

②  人的資源の開発や海事セクターにおける要員計画の策定並びに要員の最適活

用を図ること。  

③  ミャンマー登録船舶の安全を推進すること。  

④  海難発生時における人命救助義務と海洋環境の保護の促進  

（3） DMA の業務（機能） 

  -   一般的な指導監督と調整 

- 船舶登録と関連事項 

- 船舶の調査･検査及び証明書発行 

- 船員の資格試験と証明書発行 

- 船舶の配乗 

- 海難事故の問い合わせ／調査 

- 海洋汚染の防止／管理／摘発に関連する諸問題の処理 

- 海洋捜索及び救難に関する諮問越の処理 

- 海員のリクルート、教育と訓練のための手配、資格と昇格の決定 

- 漁船とその他の小規模船舶の安全の確保 

- 国内裁判管轄権下の海難審判 

- 全ての海洋技術問題に関する政府への助言 

-   外国船の登録 

-    自船の修理・小型船建造に関する業務 

 

DMA は上記の業務を円滑の行うために、専門官、調査官、審査官及び事故調査官など

の育成に努めている。  

（4） 組織 

組織は次の部で構成されている（図 2-16）。現在、DMA の職員数としては Officer80

名、Staff は 3,366 名が所属している。  

①  技術部（Engineering Division）  

②  航海部（Nautical Division）  

－ 23 －
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③  船員雇用調整部（Seamen Employment Control Division）  

④  造船所および船舶部（Dockyards and Vessels Division）  

⑤  管理部（Administration Division）  

⑥  法律および研究開発部 Legal and Research Development Division 

⑦  経理部（Account Division）  

 

地方海事管理事務所は Pathein（パテイン）、Sittwe（シットウェ）、Mawlamyaine

（モーラミヤイン）、Myeik（ミェイク）、Dawei（ダウェイ）や Kawthaung（コータ

ウン）などの海洋港（沿岸港）にあるが、これは地方行政庁と密接に協調して、海事問

題を適切に処理・解決することを目的としている。本庁の船舶検査官は地方事務所を定

期的に訪問し、安全検査や国内船舶登録及び内陸水運船舶や沿岸海運船舶の等級証明検

査を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：海事局（DMA） 

図 2-16 DMA 組織図 

 

（5） 国際条約（海事関係） 

ミャンマーは国際海事機関（IMO）に加盟しており、以下の条約を批准し、DMA がこ

れらを所管している。  

①  満載喫水線に関する国際条約  

②  船舶のトン数測度に関する国際条約  

③  海上における衝突の予防のための国際条約（COLREG）  

④  海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS）と議定書  

⑤  船舶による海洋汚染防止のための国際条約  

⑥  船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約（STCW95）  
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2001 年にロンドンで開催された第 74 回海上安全委員会（MSC）においてホワイトリ

ストに初めて掲載されたため、STCW95 の要件を満足する船員教育が可能な教官、カリ

キュラム及び教育施設・設備の整備が必要になったことから 2002 年に海事大学（MMU）

が仮開校された。DMA が発行する船員免許（海技免状）はイギリス政府機関のひとつで

ある Maritime and Coastguard Agency（海事安全局）により、STCW78,95 の 2 つの条

約に対応したものであると正式に承認されている。  

海事局の主な業務は、船舶検査と船員資格試験の実施そして免許の発行である。船舶

検査は Nautical Division と Engineering Division が担当し、船員資格試験と免許発行

は Seaman Employment Control Division が実施している。  

 

2.7. 水資源河川開発局（DWIR） 

ミャンマーは広大な平野部を走る大河とその支流や運河が国際貿易や国内輸送を支え

るインフラとなっている。運輸省の１つの局である水資源河川開発局（Department of 

Water Resources and Improvement of River System：DWIR）は、これらの河川水系の

維持管理や開発を担当する組織であり、水路測量、河川工事、浚渫などを実施すること

により、船舶の航路の安全確保、水深の確保、河岸浸食の防止、危険水位の確定、河川

の汚染防止などを行う。  

（1） DWIR の業務 

 － 水路の測量および水路図作成  

－ 水路の航行支援および内陸水運港の管理  

 － 水路の浚渫および維持管理  

 － 河川堤防、湖水護岸の浸食対策  

 － 河川汚染防止対策  

（2） DWIR の組織図 

DWIR の組織は図 2-17 に示されるとおり、4 つの部署に分けられている。  

 ・Administration （管理部）  

 ・National Hydrological Research and Planning （測量、水理・水路調査・企画部） 

 ・Waterways Conservation （水路保全部）  

 ・Marine and Equipment （船舶・資機材部）  
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３．海事教育機関の現状  

3.1. 概要 

ミャンマーにとって船員は、雇用確保という意味においても、外貨獲得の手段という

意味においても重要な職業である。船員教育については、2001 年ホワイトリストに初め

て掲載されたため、STCW '95 の要件を満足する船員教育が可能な教官、カリキュラム、

教育機材を含む教育施設等の整備が急がれねばならないが、財政上の理由から遅れてい

るのが現状である。現在、ミャンマーに船員養成専門機関が二つあり、ミャンマー商船

大学（Myanmar Mercantile Marine College（MMMC））およびミャンマー海事大学

（Myanmar Mercantile University (MMU)）である。  

MMMC は 2002 年に MMU が開校されるまで、ミャンマー唯一の船員教育機関であっ

た海事技術専門学校が大学昇格された教育機関である。一方、MMU は船員教育だけでな

く、工学的・学術的要素の強い海洋科学全般を担う人材を養成することが重要であると

いう時代のニーズに合わせた対応策に基づいて 2002 年に開設された。この大学の特徴は

造船と航海・機関についての教育、船員の養成を包括し、政府方針、学校教育、海洋産

業の推進を一元化しているところである。諸外国の海事大学のカリキュラムや STCW95

条約をベースとして海事教育・訓練を実施し、造船技師、船舶技師、海洋技師、海洋電

気技師、港湾技師、河川・沿岸技師、航海士の養成を行っている。船会社・造船所での

半年から 1 年の実技研修が単位に組み込まれている。航海・機関学を取得した卒業生は

シンガポールや韓国などの船会社に、造船工学を修めたものは国内外の造船会社、国内

の港湾局など就職率が高い。  

このように船員教育の推進もあり、ミャンマーは多くの幹部船員を育成し、2011 年に

おける幹部船員の供給数 2 万人を超え、世界で 8 番目に位置する。  

 

3.2. 商船大学 Myanmar Mercantile Marine College（MMMC） 

国際海事機関の規則に基づく国際基準の有資格船舶職員を育成し、国内及び外国の海

運会社が所有する船舶に雇用されるように船員を教育・訓練することを目的としている。 

1963 年に Seikyee の海軍訓練学校に設けられた航海科・機関科見習生の養成課程が、

海事技術専門学校 (IMT)の前身である。後に、商船職員を教育・訓練するためのパイロッ

トプロジェクトが発足し、次いで、1971 年海事高等専門学校が、運愉・通信省の支援の

下に設立された。1972 年、海事高等専門学校は海事技術専門学校に改編・昇格した。2010

年 7 月に ISO9001:2008 を取得し、2009 年 3 月の閣議をもって商船大学 Myanmar 

Mercantile Marine College（MMMC）へ昇格された。  
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（1） 組織 

MMMC の組織図を図 3-1 に、教員やスタッフ数を表 3-1 に示す。  

 

出典：運輸省（MoT） 

図 3-1 MMMC の組織図  

表 3-1 MMMC 教員およびスタッフ数  

 

 

Head of 

Departme

nt 

Divisiona

l 

Officers

Lecturers

Asst. 

lecturers/
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Officers 
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Education & Training 10 3 18 45 23 4 77 

Administration & 

Management 
1 3 - - - 9 101 

Total Strength 290 

出典：運輸省（MoT） 
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（2） 教育方針と実施課程 

教育・訓練課程方針は、関連海事分野における教育・訓練にとどまらず、IMO の STCW

条約（船員の訓練および資格証明ならびに当直の基準に関する国際条約）に則った船員

教育を目指している。国際基準の有資格船員を育成し、国内はもちろん国際海運企業へ

の船員提供を目的としている。  

実施課程は学位取得型コースと専門分野ごとの個別訓練コースがあり、全て STCW 条

約に則ったカリキュラムである。全寮制で 24 時間教官の指導下におかれ、船員に必要な

知識、技術はもちろん、早朝 5 時から始まる厳しい訓練により船員にとって最も必要な

規律と責任感を身につける。MMMC が開設しているコースおよび機関は表 3-2 のとおり

である。また、同大学の教育課程と航海士・機関長のキャリアパースを図 3-4 および図

3-5 に示す。  

  

                                               出典：MMMC 

図 3-2 大学内風景 

 

  

出典：MMMC 

図 3-3 シミュレータ施設（左：Ship Handling、右：Engine Room） 
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表 3-2 MMMC が開設しているコースと期間 

Pre-Sea Cadet Course 

1 Nautical Cadet/Diploma in Nautical Studies/Dip.N.S(CD) 2 years  

2 
Marine Engineering Cadet/  Diploma in Maritime Technology/  

    Dip.Mar.Tech(CE)  
2 Years 

Refresher Courses 

1 Master (F.G.)  6 Months 

2 First Mate (F.G.)  6 Months  

3 Second Mate (F.G.) 6 Months  

4 Mate (Home Trade)  4 Months  

5 Master (Home Trade) 4 Months 

6 M.O.T. First Class Engineer Part (B) 6 Months 

7 M.O.T. Second Class Engineer Part (B) 6 Months 

8 M.O.T. Second Class Engineer Part (A)  6 Months 

STCW Short Courses 

1 Basic Safety Training Course (BST) 2 Weeks 

2 Tanker Familiarization Course (TF)  1 Week 

3 Advanced Oil Tanker Operation and Safety Course (AOT)  1 Week 

4 Advanced Chemical Tanker Operation and Safety Course (ACT)  1 Week 

5 Hazardous Cargo Training Course (HCT)  1 Week 

6 Training Course for Instructor (TI) 4 Weeks 

7 Ship Maneuvering and Handling Course (SMH)   1 Week 

8 Third Engineer Course (3E) 2 Months 

9 Advanced Fire Fighting Course(AFF) 1 Week 

10 
Proficiency in Survival Craft and Rescue  

Boats other than fast Rescue Boats (PSC) 
1 Week 

11 Medical First Aids Course (1.14)(MFA) 2 Weeks 

12 Advanced Medical Training Course (Medical Care)(1.15)(AMTC)  3 Weeks 

13 Maritime Security Training Course for Ship Security Officer (SSO) 4 Day 

14 Crowd Management Training Course (CMC) 1 Day 

15 Electronic Chart Display and Information System(ECDIS) 1 Week 

Special Courses 

16 Gas Welding & Cutting Course  1 Week 

17 Arc Welding & Cutting Course  1 Week 

18 Lathe Machine Training Course  1 Week 

19 Fitting Training Course  1 Week 

20 Pump-Man Course  1 Week 

21 Welding & Fitting Refresher Training Course  5 Day 

22 TIG Welding Course  3 Day 

23 Basic Fire Fighting Practical Training Course (Support Level)(BFF)  3 Day 

出典：運輸省（MoT） 
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                                                                  出典：MMMC 資料  

図 3-4 航海士キャリアパース  
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出典：MMMC 資料  

図 3-5 機関長キャリアパース 

 

（3） MMMC の提携先 

MMMC は以下の組織と提携をしている。  

国際提携  

①  国際協力機構（JICA）  

②  ロージャン・アンド・ボーダーズ消防団（エジンバラ）  

③  国際消防訓練センター（英国）  

④  UNITOR（フィリピン）  

⑤  笹川平和財団（日本）  

⑥  国際海事機関（英国）  

－ 33 －



 

34 

 

⑦  世界海事大学（マルモ、スウェーデン）  

⑧  ミャンマー技術援助基金、ケッペル造船所（シンガポール）  

  

国内提携  

①  ミャンマー造船公社（運輸省）  

②  ミャンマー港湾公社（運輸省）  

③  内陸水運公社（運輸省）  

④  MSFL（五星海運公社）（運愉省）  

⑤  気象・水文局（運輸省）  

⑥  保健局（保健省）  

⑦  ミャンマー赤十字協会（保健省）  

⑧  ミャンマー海事局（運輸省）  

 

3.3. 海事大学 Myanmar Maritime University (MMU) 

MMU（ミャンマー海事大学）は 2002 年 2 月に施行された海事大学条例により運輸省

の管轄のもとに 2002 年 8 月 1 日に設立された。設立当初は商船大学 MMMC の校内に一

時的に開校され、2004 年 3 月に今後港湾・物流の拠点として期待されているティラワ地

区に移転し、正式に開校した。6 つの学位コースと 2 つの大学院学位コースと 2 つの学

士号コースがある。  

 

（1） 設立の目的 

設立の目的は以下のように挙げられる。  

①  国家の発展と近代化に向けて海事産業を通して貢献すること  

②  論理的で熟練し、信頼できる海事専門家を育てること  

③  海事専門家へ科学と技術を教えること  

④  海事産業の継続的な発展のために計画や準備を行うこと  

⑤  IMO が定めている基準や要求を知ること  

⑥ 海事産業の発展のために必要な研究開発を行うこと  

 

（2） MMU の主要な機能 

MMU の主要な機能は、船員や海洋科学の学位を備えた航海士を訓練することと共に、

優秀な船舶設計者、造船技術者、海洋技術者、港湾技術者、河川・海洋技術者を産み出

す事である。MMU では以下示す 10 の基本コースが開設されている。学位コースは 2002

年 8 月から、船舶管理および港湾管理の大学院コースは 2007 年 2 月からの開設である。 

①   B.E (Naval Architecture) 

②   B.E (Marine Engineering)  

③   B.E (Marine Mechnical Engineering)  

④   B.E (Port and Harbor Engineering) 
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出典：MMU 

図 3-7 MMU 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 出典：MMU 

図 3-8 MMU における学科の構成 

 

 

Academic

Department

Training

Division

Education

Department

Registrar

(Student Section)
Registrar

(Exam Section)

Teaching Aids

Section
Librarian 

(Library)

Rector

Pro-Rector 

Admin

Head of 

Department 
Admin
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Academic
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Department
Academic

Academic 

Departments
Admin 

Departments

8

Education Departments

Shipping Management Department

Port Management Department

Myanmar Department

English Department

Engineering Mathematics Department

Engineering Chemistry Department

Engineering Physics Department

Computer Science Department

Workshop Technology
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出典：MMU 

図 3-9 在籍学生数（2012～2013 学年） 

 

MMU の特徴は造船と航海・機関についての教育、船員の養成を包括し、政府方針、学

校教育、海洋産業の推進を一元化しているとことにある。諸外国の海事大学のカリキュ

ラムや STCW95 条約をベースとした海事教育・訓練を実施している。同大学は 19 社の

国際会社との間で卒業生の受け入れ契約を結んでおり、卒業生の多くはシンガポール、

日本、韓国などに留学および就職している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   出典：MMU 

図 3-10 MMU 遠景 

Year 

Naval 

Architecture

Marine 

Engineer 

Port &

Habor 

River and

Costal 

Marine 

Electrical

System&

Electronic 

Marine

Mechnical 

Marine  

Electro-

Technical 

Officer 

Nautical

Science 
Total 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F Total 

1st Year 5 43 87 - - 24 3 1 16 1 36 - 24 - 85 - 256 68 324 

2ndYear 24 35 139 - 3 52 1 1 33 1 23 6 - - 121 - 344 97 441 

3rd Year 42 47 104 - 8 36 2 2 36 2 - - - - 112 - 304 88 392 

4thYear 32 71 110 - 25 18 7 - 50 - - - - - 108 - 332 93 425 

Fiinal

Year 
27 60 96 - 46 17 4 - 73 - - - - - 87 - 333 79 412 

Total 130 256 576 - 82 147 17 4 208 4 59 6 24 - 513 - 1569 425 1994

Year 

Diploma in 

Shipping 

Management 

Diploma in 

Port 

Management 
Total 

M F M F M F Total 

First Year 

( Full 

Time) 

2 1 7 10 9 11 20 

First Year 

( Time 

Part ) 

21 21 41 27 62 48 110 

Second 

Year 
26 9 28 6 54 15 69 

Total 49 31 76 43 125 74 199 
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４．海事関係の各組織における人材育成の現状  

4.1 内陸水運公社（IWT）における人材育成の現状 

IWT では日本政府（JICA ヤンゴン港・内陸水運施設改修調査）の支援の下、船舶の

修繕技術能力向上および乗組員の能力向上の研修を IWT本部およびダラ造船所で実施し

た。日本からの専門家による講義および溶接等の現場指導、資材の供与等が行われた。  

表 4-1 IWT における JICA 研修コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                出典： IWT 

  

                              出典： IWT  

図 4-1 講義室および実践指導の様子  

  

出典： IWT  

図 4-2 資機材供与  

 

Sr. 
No.

Training Duration Trainees Place

1. Capacity Development of
Repairing Ships and Metal
Structure

20.10.2009 -
18.11.2009

9.8.2010
17.9.2010

16 Nos

40 Nos

Dalla Dockyard /
Ahlone Dockyard
Ayeyar Hall

2. Capacity Development of 
Ship Crew of IWT Vessels

20.10.2009 -
16.11.2009

IWT(HQ)
On Model Boats
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表 4-2 研修用供与資材（船舶修繕関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： IWT 

 

表 4-3 研修用供与資材（乗組員能力向上関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： IWT 

 

 次に、2008 年のサイクロンナルギスの際に IWT の施設および船舶が大きな被害を受

けたため、自然災害によるリスク管理についても関連セミナーを実施している（表 4-4）。  

表 4-4 ミャンマー国内におけるセミナー参加  

 

 

 

 

 

 

 

出典： IWT 

 

Sr.
No.

Item Dalla
Dockyard

Ahlone
Dockyard

Welding Equipments(Phase-1)

1. DC Arc Welding Machine 8 Sets 4 Sets

2. Semi-Auto Portable Gas
Cutting Machine

8 Sets 4 Sets

3. Electric Portable Grinder 8 Sets 4 Sets

4. Manual Gas Cutting Torch 8 Sets 4 Sets

Welding Equipments(Phase-2)

1. Air Compressor 3 Sets

No. Item Department

1. Radar Marine
Department

2. GPS /

3. Echo-Sounder /

4. Radio(HF) /

5. Radio(VHF) /

6. Anemometer /

7. Barometer /

Sr. 
No.

Seminor Participants
from  IWT

Date Venue

1. Seminar on Disaster Risk 
Management for Storm 
Surge

16 Nos 25.11.2009 Park
Royal

2. Seminar on Maritime
Disaster Risk Management

25 Nos 25.1.2011 -
26.1.2011

/
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JICA による IWT 職員の人材育成はミャンマー国内のみならず、日本での研修プロク

ラムも含まれ表 4-5 に示すように日本での研修も実施されている。  

 IWT はダラ造船所の能力アップのために表 4-6 に示す造船技術関係の人材育成の支援

を日本側へ要望している。  

表 4-5 日本国内における IWT 関係者の研修  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： IWT  

表 4-6 IWT の将来人材育成に関する支援要請内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： IWT  

4.2 海事局における人材育成の現状 

ミャンマーにおける船員登録や資格取得の管轄機関は海事局（DMA）である。甲板士

官資格取得の流れを図 4-3 および図 4-4 に示す。前者は沿岸付近航行船の甲板士官

（Master Class IV、Master Class V）、後者は外航船の甲板士官（Master Class I、Master 

Class II、Master Class III）の資格取得の流れである。沿岸付近航行船の甲板士官の場

合、航行勤務 3 年半以上ある者が資格取得対象者になることに対して、外航船の甲板士

官の場合は最低教育レベルとして高校卒業が求められる。  

Sr.No Name of Training Course
No. of 

Trainees    
( Person)

1 Ship Building Technology 3

2  Naval Archeticeture 3

3 Ship Repairing Technology 3

4 International Welding Engineer 3

5 Shipyard Management 4

6 Indrustrial Management 4

7 Sheet Metal Forming Technology 3

8 Marine Electrical and Electronic Engineer 2

Total Trainees(Person) 25

Sr.

No.

Training Date

1. Sustainable Port Development and 
Planning

7.6.2009 -
8.8.2009

2. Maritime Search and Rescue and 
Disaster Prevention for Policy Planners

17.8.2009 -
14.11.2009

3. The Human Resource Development for 
International Welding Engineers

12.4.2010 -
30.10.2010

4. The Human Resource Development for 
International Welding Engineers

12.6.2011 -
17.11.2011
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図 4-3 甲板士官_沿岸（Near Coastal Voyage (NCV)）資格取得の流れ  

 

図 4-4 甲板士官_外航（Foreign Going, FG）資格取得の流れ 

 

3 ½ years Sea Services 

MMMC             

2 year Sea Service         

+ 2 years major subjects study 

Candidates         

Matriculation Exam Passed

Oral Exam Only 

Refresher Course 4 months 

Written & Oral Exam 

Refresher Course 6 months

Written & Oral Exam O.O.W (Class III) FG 

Chief Mate (Class II) FG 

MMU              

   1 year Sea Service       

+ 4 years major subjects study 

Refresher Course 6 months

1 year Sea Services

2 year Sea Services 

Master (Class I) FG 

 

3 ½ years Sea Services 

Refresher Course 6 months 

2 years Sea Services 

Refresher Course 6 months 

Written & Oral Exam 

Written & Oral Exam Master (Class IV) NCV 

Master (Class V) NCV 

出典：海事局（DMA） 

出典：海事局（DMA） 
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次に、航海技師資格（Class-I ～  Class-V）取得の流れを図 4-5 に示す。高校卒業の場

合、工学系専門学校卒業・工科大卒業・商船大卒業の場合と海事大卒業の場合とで三つ

に分けられ、それぞれの最終教育課程によって求められる海上経験年数や資格取得の流

れが異なる。  

 

図 4-5 航海技師資格取得の流れ 

Marine Engineer Officer Class-I 

(Chief Engineer)

Class-1 Oral Exam

Class-1 Refresher course 

Sea going service-24 months  

while holding Class II certificate  

with 2/E service at least 12 months

Marine Engineer Officer Class-II 

(2nd Engineer) 

Class-II Oral Exam 

Class-I & II Written Exam 

Class-I & II Written Combined Course 

Sea going service-12 months as OEW 

Marine Engineer Officer Class III 

(OEW) 

Class-III Oral Exam 

Class-III Written Exam 

Class- III  Course

Sea going Service-9months in which watch keeping service-6 month recorded in Training Record Book 

EER course 

Work-shop skills training course-27 weeks 

Sea going  

Service 

-30months  

+EER+ Work 

shop skills-27  

weeks 

Matriculated  

Trainee 

Engineering 

Technology 

Diploma

Bachelor of 

Engineering 

(Except 

Mechanical) 

Bachelor of 

Engineering 

(Mechanical) 

Maritime 

Technology 

Diploma 

(MMMC) 

Bachelor of 

Marine 

Engineering 

(MMU) 

OEW written exam 

 held by Board of  

Exam 

MMMC Cadet MMU Cadet 

Marine Engineer Officer Class-V 

(2nd Engineer < 3,000kw) 

Class-V written and oral exam

Class- V  Course 

Sea going service-12 months as class-V

Class-IV Course 

Class-IV Written and oral exam

Marine Engineer Officer Class-IV 

(Chief Engineer < 3,000kw)

Endorsement

出典：海事局（DMA） 
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表 4-7 DMA における資格取得の試験場および実施時期  

 

                          出典：海事局（DMA）の資料をベースに作成  

 

 

                                     出典：海事局（DMA） 

図 4-6 DMA 試験場内風景 

 

 DMA にはシミュレータを用いた航海技術の研修を受けることが可能であり、設備は以

下に示す内容になっている。  

1. Navigation Simulator room  

2. ECDIS Simulator Room 

3. RADAR / ARPA Simulator Room 

4. GMDSS Simulator Room 

5. Instruction Room 

6. Briefing Room 

  

Site Frequency Period

Yangon (Head Office) Twelve times/Year Every month

Mandalay Four  times /year Feb,  May,  Aug,  Nov

Pyay Two  times/ year Jan,  July

Magway Two  times/ year Jan,  July

Hninzada Two  times/ year Jan,  July

Sittway Two  times/ year Apr,  Aug

Mawlamyine One time /year Aug

Pathein Two  times/ year March,  Sep

Myeik One time/ year Aug
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                                                              出典：海事局（DMA） 

図 4-7 シミュレータールーム内状況（左：Navigation Simulator、右：ECDIS Simulator） 

 

  

                                                      出典：海事局（DMA） 

図 4-8 シミュレータールーム内状況（左：RADAR / ARPA Simulator、右：Instruction Room） 

 

4.3 水産局における人材育成の現状 

水産局には人的資源開発を目的に研究開発部の下に管理者教育課設けられ、Yangon、

Pyapon、Sagaing に研修センターが設置されている。これらの研修センターにおいて

2011～2012 年に 30 の研修会が実施され、1398 人の研修生が参加された。また、人材育

成のために国内外におけるセミナーやワークショップ等に同局の職員が派遣され、日

本・韓国・タイへ留学させる制度も適用されている。  

 

4.4 Myanmar Marine Engineering Association における人材育成の現状 

1985 年に設立され、海事関連の人材育成を目的としている。正会員と一般会員の 2 種

類の会員から構成され、現在会員数 1,274 名である。同協会における人材育成施設は以

下に示す通りである。  

・ Training center with 4 classes (30’x 24’) able to accommodate 40 students as 

per IMO requirement 

・ Workshop for conducting skill training for marine engineers 

・ Shipboard Engine Room Machineries and  M.E control console as teaching 

aids 
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・ High Voltage Switch Gear (For High Voltage Course) 

・ ME Control Console 

・ Text books and Material as per IMO requirements 

 

MMEA では現在以下に示す７つの研修コースが実施され、研修行程の一例を図 4-11

に示す。  

(1) Engine Room Efficient Rating (EER) course 

(2) Basic Engineering knowledge course 

(3) Pre-sea training for Engine Room Rating 

(4) Basic Safety Training 

(5) Class I Engineers Course 

(6) Class I & II Combined Engineers Course 

(7) Class III Engineers Course 

 

 今後の予定としては協会の人材育成プログラムを強化するため、事務室、研修室やワ

ークショップの増設、図書室の整備等が予定されている。同目的を達成させるためには

今後研修補助機器や海事関連の教材やソフトウェア等が必要になっている。  

  

                                            出典：Myanmar Marine Engineers Association 

図 4-9 協会活動風景（左：研修センター講義室内、右：船舶エンジン室内研修） 

 

  

図 4-10 研修補助設備一例 
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出典：MMEA 

図 4-11 研修行程表の一例 

 

4.5. Myanmar Seaman Employment Association における人材育成の現状 

2007 年に正式に発足され、人材育成やミャンマー船員の雇用確保、海運会社と船員間

のコーディネイト、国際的経験豊富な協会関係者から会員へのサポート等が協会の主な

目的である。会員になるのは企業であり、現在会員数 123 である。Daw Pone 造船所や

民間の研修センターを活用して会員向けに以下の研修を実施している。  

(1) Basic Safety Training (BST)   2 Weeks 

(2) Pre-Sea Deck Training Course 1 Month 

(3) Ship Security Awareness Course  1 Day 

(4) Designated Security Course (Crew) 1.5 Days 

(5) Designated Security Course (Office) 1.5 Days 

(6) Crowd Management Course 1.5 Days (Cruising Vessels) 

(7) Pre-Sea Saloon Rating Course 1 Month 

(8) Instructor, Assessor & Examiner course 2 Weeks 

(9) Pre-Sea Ship’s Cook Training Course 1 month 

 また、今後の計画として以下のことを挙げている。  

・ 協会所有の研修センターの設立  

・ 研修用船舶のレンタルあるいは購入  

・ 補助教材やシミュレータ等の購入  
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出典：MSEA 

図 4-12 研修行程表の一例 
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船舶所有者／

裸用船者

潤滑油会社船舶管理会社マンニング会社

運航会社

船舶

修繕・入渠関係会社

船舶保険・PI保険会社

船舶代理店

船用品・部品調達会社

安全情報提供団体等

その他の関係会社等

Sailing Instruction等

乗組員

安全運航

船用品・部品

潤滑油

修繕・入渠

保険

 

図 5-2 海運業と海事関係会社 

 

（2） 海事従事者に関する世界のニーズと必要とされる技能 

1) 海運系の会社のニーズと必要とされる技能  

先進国の海運業は、荷主から貨物を集める会社、船のオーナー、船を運航する会社

などに分業化されている。船のオーナーは本船の所有のみを担当し、その船の保守整

備や乗組員の配乗や船のコスト管理業務などは、専門的な技術を持つ、船舶管理会社

に委託する形態が一般的になってきている。  

船舶管理会社の目標は、第一には、船舶を安全で効率的に運航すること。第二には、

運航費用の削減に努めること。第三には、地球環境を配慮した運航を持続することで

あり、これら３つの目標を達成するための業務として船員管理、購買管理、安全運航

管理、保守管理、コスト管理などの業務に区分される。この中で船舶の安全運航管理

は最も重要な業務である。  

船の運航状態は大きく、航海中と停泊中（荷役、バース待ち、スケジュール調整な

ど）の状態に分けられるが、いずれの運航状態でも傭船者（オペレーター）の Sailing 

Instruction（航海指示書）や船主指示に沿い、事故やトラブルがなく、円滑なオペレ

ーションを達成することが求められる。船舶管理会社が行う安全運航管理業務は、図

5-3 のとおり航海や操船、荷役、安全貨物輸送、本船の機関運転に関する最新技術や

国際ルールなどの情報を収集し、その内容を整理し、担当船に周知徹底し、本船運航

の安全性、効率性を高めることにある。また、船長をはじめ乗組員の航海、荷役およ

び操船に関する教育訓練などの業務も含まれる。  
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更に、保守管理面では、本船の保守整備計画を作成し、運航時の安全性を維持しな

がら保守整備費を極力圧縮しコスト削減に努めることが必要となることから、船体、

機関、電気、計装などに精通した専門家の育成が重要であり、海事従事者はこれらの

業務をスマートにこなせる能力が求められる。  

 

安全で効率的、低コスト運航

環境を配慮した運航

購買管理 保守管理船員管理 安全運航

管理

コスト

管理

船舶管理会社（SI）の業務

安全輸送 機関運転荷役
安全運航

教育訓練
航海/操船

 

図 5-3 船舶管理会社の業務 

 

2) 安全管理システム （SMS: Safety Management System）  

1998 年 7 月以降、船舶管理会社は安全管理については、ISM コードに従った安全

管理システム（SMS）を構築し、本システムに沿った業務を実行することが義務付け

られた。会社の安全管理組織は経営者の次に SMS 管理責任者が置かれ、その下に船

員、購買、安全運航、保守などの管理責任者がそれぞれの業務の責任を負う。SMS

に関する会社の窓口は、安全運航管理の責任者が担当するケースが多い。世界の海運

系会社の海事従事者は、この安全管理システムを理解し、実行する必要がある。  

a) ISM コードの概要  

IMO は、1998 年に船舶の安全運航と海洋汚染の防止を目的に船舶を管理する国際

基準を定めた。それまでは、SOLAS 条約も MARPOL 条約も殆んどハード面に対す

る規定でサブスタンダード船を排除しようしたが、それだけでは、海難事故防止には

繋がらず、サブスタンダード船の管理及びその船舶管理会社の管理というソフト面に

関する規定を定めることより船舶と会社のレベルアップを図ることとした。  

b) ISM コード制定の背景  

海難原因の約 80%が Human Error による発生であり、会社に対し船舶の安全管理

が必要との認識が高まった。  
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● 契機となった海難事故  

1987年 HERALD OF FREE ENTERPRISE号（英国籍フェリー7,950GT）転覆 

原因：水密戸閉鎖不良  

1989 年 EXXON VALDES号（米国籍タンカー214,861DWT）座礁、原油流出  

原因：見張り不十分、飲酒  

1990 年 SCANDINAVIAN STAR 号（BAHAMA 籍客船 10,513GT）火災  

原因：会話力欠如による乗客避難誘導ミス  

c) 目的と対象  

海上における安全、人命の損失の防止並びに環境及び財産の損害防止を確保するこ

とが目的である。国際航海に従事する 500GT 以上の船舶の運航管理に責任を有する

会社とその船舶が対象であり、会社は適合認定書（DOC）を、船舶は船舶安全管理認

定書（SMC）の取得が義務付けられる。  

d) 安全管理システム (SMS)の構成  

SMS マニュアルや安全管理マニュアルを含む安全管理システムの構成は図 5-4 の

とおりである。  

安全及び環境保護の方針

(Code 1.4.1, 2)

安全管理マニュアル

（陸上規定・船上規定）

(Code 11.3)

手順書（作業指示書）

（陸上手順書・船上手順書）

(Code 1.4,6,7,8,9,10,11,12)

チェックリスト

品質記録等、現場指示書

（陸上・船上）

(Code 1.4,11等)

安全管理マニュアル

SMSマニュアル

 

図 5-4 安全管理システム(SMS)の構成 
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3) 諸規則､規制､ガイドの本船通達  

外航船の海運会社または船舶管理会社は、本船の安全運航達成のための大きな業務

として、安全運航に係る諸規則、規制、ガイドラインなどの最新情報を本船に通達し

なければならない。これらの情報源は、国内および海外の多岐に亘る関係先から入手

し、船舶管理会社で内容を確認の上、速やかに本船に伝える必要がある。通達方法に

は、図 5-1 のように SMS マニュアル記載／修正で通達する方法、本船への速報など

SMS マニュアル以外の方法、更に、この２つを併用する方法の３つのケースに分類さ

れる。また、本船の通達すべき情報は表 5-1 のとおり。  

 

運航管理の基本方針

SMSマニュアル記載/修正
SMSマニュアルおよびその他

（速報等）の方法の併用

運航管理基準およびSMSマニュアル作成

諸規則、規制、

ガイドライン

入手・分類

SMSマニュアル以外の

方法（速報等）

国内からの

安全情報

海外からの

安全情報

本船への指示・通達・連絡

 

図 5-5 安全管理情報の収集と本船への通達までのフロー 
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表 5-1 本船に通達すべき情報の分類 

 No. 本船に通達すべき情報の分類  

１
 

運
航

関
係

 

1-1 Charter Party 

1-2 
Sailing Instruction（積地・揚地、貨物量等）、 General 

Instruction 

1-3 気象・海象  

1-4 航路事情、港湾事情・入出港関連情報  

1-5 保安対策（ISPS）  

1-6 航海計器類、主機、補機、荷役機器の取扱いと保守整備  

1-7 航海（計画、海図、水路通報、水路誌等）  

1-8 係留・停泊  

1-9 補油、補給  

1-10 
タンククリーニング、バラスト漲排水、ビルジ処理、Garbage

処理等  

1-11 保守整備計画、入渠・新造時の監督  

1-12 緊急時対応（航海中、停泊中）  

２
 

荷
役

関
係

 

2-1 貨物性状・特性  

2-2 貨物の種類および貨物量と Stowage Plan 

2-3 荷役方法と荷役機器  

2-4 荷役時の注意事項  

2-5 輸送時の注意事項  

2-6 緊急時対応（荷役時）  

3-1 船員管理（乗下船、健康管理、コミュニケーション等）  

3-2 船員労務管理（ILO 等）  

3-3 船員教育訓練（IMO、STCW 等）  

3-4 寄港地の上陸注意事項  

3-5 疾病、傷害、急病、その他船員に関する緊急時対応  

3-6 その他船舶管理会社やマンニング会社からの情報  

 

5.2 海事関連の国際条約における規定と必要とされる技能等 

5.2.1. 国際海事機関（IMO）の概要     

国際海事機関（IMO: International Maritime Organization）は、その本部がロンド

ンに置かれる国際連合の専門機関の一つで、2009年現在で加盟国は 169ヶ国、他に香港、

マカオ、フェロー諸島が準加盟している。また、この他に IMO 会議にオブザーバーとし

て参加ができる 35 の政府機関と 63 の非政府機関がある。  
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海運は、元来国際性の高いものであり、既に 19 世紀後半から主要海運国が中心となっ

て、各種の技術的事項に関する会議を開催し、灯台業務や海難防止、海難救助等の海上

の安全の確保を目的とする国際条約等の国際的な取り決めがなされてきた。  

その後、第二次世界大戦を経て、国際連合は 1948 年 3 月スイスジュネーブで行なわれ

た国際連合海事会議にて政府間海事協議機構（ IMCO: International Governmental 

Maritime Consultative Organization）の設立及び活動に関する IMCO 条約を採択した。 

その後、1975 年 11 月に機関の活動内容の拡大及び加盟国の増加に伴う機関の名称変

更等の必要性に鑑み、IMCO 条約の改正が採択され、1982 年 5 月、その名称が国際海事

機関（IMO: International Maritime Organization）に改称された。  

 

5.2.2. IMO 関連国際条約の規定（内容）と必要とされる技能等  

IMO 関連の国際条約は数多くあるが、本調査では、SOLAS 条約、STCW 条約そして

MARPOL 条約の３つについて取り纏めた。国際条約関係で必要とされる技能は、  

● 関連情報の収集能力と規定（内容）を理解する能力  

● 内容を理解し、法令を遵守すること、すなわち、アップデートの情報を入手し、

分析・整理し、会社や船舶などで必要な対応策を講じる技能（能力）が求めら

れる。  

 

（1） SOLAS 条約（The International Convention for the Safety of Life at Sea）

（海上における人命の安全に関する国際条約） 

この条約は、船舶の安全性確保のための規則を定める国際条約である。  

 

� 成立から現在までの経過概略  

1912 年のタイタニック号海難事故を契機として、船舶の安全確保のため救命艇や無

線装置の装備等の規則を定める条約が 1914 年に締結された。これが初の SOLAS 条約

であるが、第一次世界大戦の影響で発効には至らなかった。  

1914 年条約に新たな安全規制を追加するなどの修正を加えた条約が 1929 年に締結

され、1933 年に発効した。その後も 1948 年および 1960 年に改正条約が結ばれた。  

現在最新の SOLAS 条約は技術革新に対応するための迅速な改正を可能とするなど

の修正を加えた 1974 年条約であり、日本は 1980 年 5 月 15 日に加入した。  

その後 30 回以上にわたり改正を経ているが、最近では 2001 年のアメリカ同時多発

テロを契機に 2002 年に改正が行われ（改正 SOLAS 条約）、テロ対策として港湾関連

施設についても侵入防止等の保安対策を強化することが義務付けられた。また、改正

SOLAS 条約に基づき、外航船と国際港湾が順守すべき国際規則（ISPS コード）が 2004

年 7 月 1 日付けで発効。外航コンテナ定期船業界でも、ISPS コードに適応し、船舶・

貨物の輸送途上での安全と保安確保を目指した動きが活発化したが、運送業者の費用

負担が増加し、荷主に対して ISPS チャージなどのコスト転嫁も行われている。なお、

改正の殆どは附属書の改正である。  
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（2） STCW 条約（The International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978）(1978 年の船員の訓練

及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約) 

 

1) 条約の背景と目的  

船舶の運航に従事する船員は、船長、機関長等それぞれに対応した資格を保有する

ことが国際条約上求められている。この条約に船員の資格に関する国際基準が規定さ

れている。  

 過去において、船員の訓練資格等に関する分野は、国により制度が大幅に異なるこ

ともあり、国際基準を設定しようとする努力があまり払われてきませんでした。しか

し、1967 年に英仏海峡で発生した大型タンカー「トリーキャニオン号」座礁事故を契

機として、このような事故を防止するために、船員の質を向上させなければならない

という世論が世界的に高まり、船員の技術基準を見直すための作業が IMO［国際海事

機関（International Maritime Organization）］を中心に開始された。  

 その結果、1978 年 7 月に STCW 条約が採択され 1984 年 4 月より発効し、船員に関

する訓練、資格及び当直基準に関する国際基準が定められた。同条約については、現

在に至るまで幾度かの改正が行われているが、特に、1995 年には、近年の海難事故に

おける人的要因の高まりを受けて、包括的な見直しが行われた。また、この包括的改

正から十数年経過したことから、時代に適応し、かつ船員の確保育成に資する内容に

改めるために、2008 年から再度の包括的改正が検討され 2010 年の改正案（マニラ改

正）が採択されることになった。  

 STCW 条約は、船員の最低限の能力要件達成を義務づけ、それに基づき条約加盟国

政府（船員が乗り組む船舶の船籍国：旗国）は、船員の教育機関を監督し、能力証明

を行い資格証明書の発給を行っている。また、STCWＷ条約に基づく国際基準を満た

すと IMO において認められた国は、いわゆるホワイトリストに掲載され、ミャンマー

や日本を含む 115 カ国が、ホワイトリストに掲載されている。  

STCW 条約は、日本においては「船舶職員及び小型船舶操縦者法」等の関連法令に

基づき、実施されている。  

 一方、STCW 条約が採択・発効した後も、大型船舶の海難が続発し、人命の安全の

確保・海洋環境の保全等の観点から、旗国政府による監督体制が不十分で、国際条約

の基準に適合していないサブスタンダード船を排除する機運がったことにより、船舶

の寄港国による監督（ポートステートコントロール：PSC）の重要性が国際的に認識

され、今や世界的に PSC が実施されている。船員に関しては、船員の資格要件、操作

要件（船員が船舶の設備を適切に扱えるか、緊急時に適切な対応ができるか等）、船

舶の保安のための措置が実施されているか等について検査が行われている。   

1995 年の STCW 条約の改正においては、旗国が改正条約においては、他国の船員の

証明書を承認する際の手続きが新たに規定された。  

なお、1995 年の条約見直し以来年数が経過しその間に幾多の改正もあり、また、条
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約附属書の中の表現の不一致及び規定箇所の不適切さが幾多の国から提起され、且つ、

IMO の事務局長からも条約の包括的見直しを求められた。その結果 2007 年 2 月の第

38 回訓練当直基準小委員会（STCW 小委員会）から作業を開始した。  

 

2) 2010 年マニラ改正  

1995 年の人的な要因に関する包括的な見直しが行われ、具体的な規則が定められて

いる附属書について全面的な改正が行われたが、2010 年の改正（マニラ改正）は、附

属書に関する第 2 回目の包括的な見直しである。  

 

a) 見直しの内容 （主な改正点）  

見直しは、IMO の海上安全委員会の下部組織である訓練当直基準小委員会で、具体

的な検討が実施された。主な改正点は以下のとおりである。  

 

● 船内における明瞭な意思伝達、効果的なリーダーシップの発揮等、ヒューマ

ンエラー事故防止対策として、コミュニケーション能力を資格要件に追加。 

● 自動衝突予防援助装置、電子海図システム、船舶航行安全システムの使用等、

近年の技術革新への対応策として、各種新技術に対応する能力を資格要件に

追加。  

● 不審者の船内侵入の防止、航行中の船内監視の実施、船舶・陸上間の連絡体

制の強化等、海賊及びテロへの対策として、保安措置に関する能力を資格要

件に追加。  

● 積載物の化学的特性に応じた荷役作業の実施、消火体制の強化等、被害の甚

大なタンカー事故防止策として、タンカー乗組員に対する訓練要件の強化。 

● 機関士資格取得に係る期間要件の柔軟化、機関士業務の一部を担う電気資格

の創設等、船員の確保育成のため、機関士資格取得に係る要件を柔軟化。  

 

適切な当直体制の確保策として、最短休息時間を週 70 時間から 77 時間に引上げ例

外として 70 時間にする場合の要件を明確化。具体的なアルコール上限値の設定等によ

り、薬物の乱用及びアルコール規制を強化している。  

 

5.3 日本からミャンマーへの運輸関係プロジェクト 

ミャンマーと日本はこれまで ASEAN などを通じて数多くの運輸関係プロジェクトを

実施してきている。政府間の海陸空の運輸関係プロジェクトは次のとおりである。  

(1) 政府間の海陸空の運輸関係プロジェクト 

①  ASEAN-Japan Logistics Projects  

②  ASEAN-Japan New Air Navigation System  

③  ASEAN-Japan Aviation Security Project  

④  ASEAN-Japan Airport Study Project  
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⑤  ASEAN-Japan Seafarer Policy Cooperation  

⑥  ASEAN-Japan Maritime Transport Security Program  

⑦  ASEAN-Japan Cruise Promotion Program  

⑧  ASEAN-Japan High Speed Maritime Network  

⑨  ASEAN Mega – Float Promotion Project  

⑩  ASEAN-Japan Port Technology Joint Research Project  

⑪  ASEAN-Japan Cooperation on Coast Guard Development 

⑫  ASEAN-Japan Public Transport Smart Card Initiative  

⑬  ASEAN-Japan Intelligent Transport System Development  

⑭  Automobile Technical Cooperation Projection Safety and Environment  

⑮  Road Signage Harmonization in ASEAN  

⑯  ASEAN Railways Revival Plan  

⑰  Urban Public Transport Policy Framework (UPTPF)  

⑱  ASEAN-Japan Alternative Fuel Project for Transport Sector  

⑲  ASEAN-Japan Road Transport Safety Project  

⑳  Transport Policy Officials Training Program in Japan  

○21  ASEAN-Japan Transport Information Project 

 

(2) 日本のミャンマーへの国際協力事業 

2004 年から 2011 年までの間に開催された日本からミャンマーへの運輸関係の国際

協力事業は次のとおりである。  

セミナー・ワークショップ  

①  Myanmar-Japan seminar on Port Security (2004)  

②  Myanmar-Japan joint workshop on port security (2005)  

③  Logistic Seminar in Myanmar on Japan’s Program for Distribution of the East 

– West Economic Corridor and the Southern Economic Corridor 2011 

 

教育訓練（物流研修など）  

①   Logistic Training in Thailand for Logistic Service Providers 5th to 9th October 

2009 (15person) 

②   Training in Thailand for Logistic Service Providers 1st to 5th November 2010 

(15 person) 

③   Study Visit for Japan JTCA (6 person) 
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港湾保安に関する日・アセアン共同訓練  

①  1st ASEAN-Japan Port Security Joint Exercise on 7th Feb 2007.  

②  2nd ASEAN-Japan Port Security Joint Exercise on 23rd January 2008.  

③  3rd ASEAN-Japan Joint Exercise on 5th November 2008.  

④  4th ASEAN-Japan Port Security Joint Exercise on 17th November 2009. 

 

 

日本の人材育成プロジェクト  

 

 人材育成プロジェクト  参加者数  

1. 
Transport Policy Official Training Program AJOA – 1  

1st to 9th (2004-2012)  
11 

2. ASEAN –Japan Transport information project AJOA – 2  5 

3. 
Task Force meeting on ASEAN – Japan Action Plan on 

Environment Improvement in the Transport Sector  
1 

4. 
Expert Group Meeting on ASEAN – Japan Action Plan on 

Environment improvement in the Transport Sector  
2 

出典：DMA 

注）参加者数はミャンマーからの人数  
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日本の技術移転と人材育成  

出典：DMA 

 

5.4. ミャンマー海事関係者を取り巻く環境に関する情報・ニーズ・課題 

ミャンマー海事関係者を取り巻く環境に関する最新の情報・ニーズ・課題を収集する

ために調査チームはヤンゴンを中心にヒアリング調査を実施した。  

 

5.4.1. ヒアリング調査の概要  

（1） 目的 

ミャンマーにおける海事関係者へのヒアリングを行うことにより、それぞれの組織

における人材育成の現状、将来計画、課題、ニーズを調査することを目的とした。  

 

No  Name of Course Participan

ts 

 

1 
The Program for Junior Officers of Coast 

Guard Agencies in Asian Region  
2 Nippon Foundation 

2 
IMO Member State Audit Scheme Regional 

Training Course for Auditors  
1 MLIT 

3 Maritime Law (LLM)  3 Nippon Foundation 

4 Marine Casualty Investigation  1 Nippon Foundation 

5 
The Country Focused Training Course on 

Maritime Law Enforcement  
2 JICA 

6 
Port Graduate Courses of World Maritime 

University (Malmo)  
28 

Sasakawa 

Fellowship 

7 Oil Spill Response Training Course  6 Nippon Foundation 

8 
The Advanced Oil Spill Response Training 

Course  
5 Nippon Foundation 

9 
The Training Course in Japan in Prevention 

of NIS Pollution Project in ASEAN  
4 JAMS 

1

0 

Oil Spill Preparedness and Response  
3 JAMS 

1

1 

International Maritime Convention and Ship 

Safety Inspection  
8 JICA 

1

2 

Shipping Administration for ASEAN 

Members  
4 JICA 

1

3 

Maritime Safety Management for 

Engineering Instructors  
3 JICA 
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（2） 調査内容・行程・訪問先 

調査内容・行程・訪問先は表 5-2 のとおりである。  

表 5-2 ヒアリング調査の行程 

 

 

（3） 調査方法 

質問票に基づき訪問先のマネジメントクラスへのヒアリング調査を実施すると共

に関係資料の収集を行った。質問票の内容は訪問先で多少内容が異なるが、概ね次の

ような構成で調査した。  

� 企業・組織・団体・大学など訪問先の活動や業務の現状  

� 海事活動の将来計画  

� 人材育成に関する課題  

� 人材育成に関する日本への期待や要望  

 

5.4.2. ヒアリング調査の結果  

2013 年 11 月 18 日から 11 月 22 日までの 1 週間、以下に示す海事局、港湾庁、海事

大学などの運輸省関係の機関・団体が 7 か所、また、民間では５星海運など 3 か所を訪

問し、それぞれの経営トップに対し、人材育成に関する課題と日本への要望などについ

てヒアリング調査を実施した。また、11 月 22 日夜には、世界海事大学（WMU）笹川奨

学生の卒業生など 14 名にも人材育成に関するコメントをいただいた。  

� 運輸省関係の機関・団体  

・海事局（DMA）、港湾庁（MPA）、内陸水運庁（ IWT）、水資源河川開発局 (DWIR) 

・大学 海事大学（MMU）、商船大学（MMMC）  

・ミャンマー造船公社（MS）  

� 民間  

・ミャンマーファイブスター海運（MFSL）  

・Myanmar Maritime Engineer Association（MMEA）  

調査内容 訪問先

09:00～11:00
 海事関係者のニーズ 海事大学（MMU)

13:00～14:30 船員育成の現状および将来像 Myanmar Five Star Line（MFSL)

15:00～16:00 海事人材育成の現状 ミャンマー港湾公社（MPA)

09:00～10:30 海事産業を支える人材育成のための将来像 Myanmar Maritime Engineer Association

11:20～12:00 船員育成の現状および将来像 Myanmar Seaman Employment Association (MSEA)

14:00～15:30 内航船人材育成の現状および将来像 内陸水運公社（IWT)

13:00～15:00 造船人材育成の現状および将来像 ミャンマー造船公社（MS)

15:00～16:30 海事人材育成の現状および将来像 ミャンマー商船大学（MMMC)

10:00～12:00 海事産業を支える人材育成のための将来像 海事局（DMA)

14:30～15:30 内航船人材育成の現状および将来像 内陸水運公社（IWT)

10:00～12:00 河川管理者人材育成の現状および将来像 水資源河川開発局（ＤＷＩＲ）

18:30～21:00 海事産業を支える人材育成のための将来像 世界海事大学卒業生（WMU）
11月22日

11月21日

日時

11月18日

11月20日

11月19日
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・Myanmar Seaman Employment Association (MSEA) 

� 世界海事大学（WMU）笹川奨学生の卒業生など  

 

今回の調査対象の 10 か所（WMU を加えると 11 か所）を便宜的に運輸省関係の機関・

団体と民間に大別したが、人材育成に関し 10 か所に共通の課題があることが明らかにな

った。ハード面では、研修センターや研修施設、操船シミュレータやエンジンシミュレ

ータなどの設備、研修器具などがないことであり、ソフト面では、教科書や教材の不足

と指導する教師、インストラクターが不足していることであるが、最も重要であると思

われるのは、それぞれの機関や団体において、人材育成に関する目標の設定と、目標を

達成するための手段や手法、そして短期・中期・長期別の育成計画などがないことであ

った。  

日本への期待や要望は、運輸省関係の機関・団体と民間共に上記のハード、ソフト面

の支援であり、昨年から急速に増えつつある日本の ODA の支援を強く求められた。  
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６．海事産業を支える人材育成のための将来像  

6.1. ODA に合わせた技術協力 

（1） ミャンマーに対する日本の ODA  

第 2 次大戦後のミャンマーは、長きにわたり軍事独裁政権が政治を担っていたが、

2010 年以来、民主化が急速に進展している。ミャンマーと日本との関係は、戦後賠

償や、その後の ODA などの国際協力で、日本は経済支援を続けていたが、円借款に

ついては、周囲の政情を踏まえ、1987 年以降、新規供与を停止していたが 2010 年

のミャンマー政府の民主化への施策により、2012 年以降、日本からの ODA が本格的

に再開されることになった。  

 

（2） ミャンマーに対する日本の ODA の基本方針 

日本政府は 2012 年 4 月以来、ミャンマーに対する ODA の基本方針を次のように

定めた。「ミャンマーの民主化および国民和解、持続的発展に向けて、急速に進む同

国の幅広い分野における改革努力を後押しするため、引き続き改革努力の進捗を見守

りつつ、民主化と国民和解、経済改革の配当を広範な国民が実感できるよう以下の重

点分野を中心に幅広い支援を実施していくこととした。」  

 

重点分野  

� 国民の生活向上のための支援  

� 経済・社会を支える人材の能力向上や制度整備のための支援  

� 持続的経済成長のための必要なインフラや制度の整備等の支援  

 

（3） ODA 事業実績 

日本の ODA のうち、主要援助機関である JICA の事業実績を以下に示す。2011 年

度に比べ 2012 年度は、人数、経費、円借、無償とも大幅に増加している。  

表 6-1  JICA の国別事業実績 

 

出典： JICA 事業実績統計  

 

 

新規 継続 新規 継続 新規 継続

人数 426 27 108 18 67 8

経費 141,352 20,606

人数 435 37 126 14 657 9 1

経費 70,825 128,755 2,085

8.88

1,988.81 252.50

2011年

2012年 37.99

17.45
503,327

2,238,900

670,604 409,122

518,266 840,297

JICA円借 JICA無償

実行額（億円）
年次

技術協力経費

（億円）

専門家
機材供与 その他経費

JICAの技術協力　（千円）

研修員 調査団
ボランティア
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（4） ミャンマーの人材育成に関する日本の ODA 

2007年度から 2011年度までの日本の対ミャンマー援助形態別実績を表 6-2に示す。

この間は、円借款はないが、無償と技術協力は 2008 年度から増加傾向となっている。

表 6-2 の内訳は表 6-3 のとおりであり、人材育成関連プロジェクトは無償と技術協力

で支援されているが、残念ながら、海事産業関連の人材育成は 4 章で記述した JICA

による IWT 研修コース以外は殆どなされていない。  

表 6-2 日本の対ミャンマー援助形態別実績（年度別） 

（単位：億円）  

 

出典：外務省政府開発援助 国別データブック  

注）・無償資金協力の内、国際機関を通じた贈与を（ ）内に全体の内数として計上している。  

・技術協力の（ ）内金額は JICA の実績を示す。  

 

  

年 度  円借款 無償資金協力 技術協力

2007 年度  − 11.81   20.02 (16.37)

2008 年度  − 41.29 (16.77) 22.91 (19.36)

2009 年度  −  25.94 (2.91)  23.31 (18.11)

2010 年度 −  13.51 (0.18)  25.46 (17.42)

2011 年度 −  46.44 (1.32) 17.45

累 計 4,029.72  1,925.07 (21.18) 432.24
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表 6-3 日本の対ミャンマー援助形態別実績詳細 

 

出典：外務省政府開発援助 国別データブック  

注）・技術協力の（ ）内金額と人数は JICA の実績を示す。  

 

（単位：億円）

年度

1,786.08 億円 343.54 億円

研修員受入 3,783 人

専門家派遣 1,325 人

調査団派遣 2,644 人

機材供与 7,078.26 百万円

 11.81 億円 20.02 億円 (16.37 億円)

中央乾燥地植林計画 (5/5) （0.61） 研修員受入 561 人 (308 人)

第八次母子保健サービス改善計画 専門家派遣 223 人 (136 人)

(UNICEF経由) （2.04） 調査団派遣 80 人 (80 人)

人材育成奨学計画 (4 件) （3.94） 機材供与 197.63 百万円 (197.63 百万円)

緊急無償（ミャンマーにおけるポリオ予防 留学生受入 851 人

接種実施に対する緊急無償資金協力

(UNICEF経由））  (2.17)

日本NGO連携無償 (4 件) (0.54)

草の根・人間の安全保障無償 (30 件)  (2.51)

41.29億円 22.91 億円 (19.36 億円)

マラリア対策計画 （3.46） 研修員受入 506 人 (324 人)

ミャンマー連邦に対する緊急支援  (11.29) 専門家派遣 145 人 (135 人)

人材育成奨学計画 (4 件)  (4.01) 調査団派遣 71 人 (71 人)

貧困農民支援 （FAO経由）(1 件)  (2.00) 機材供与 347.24 百万円 (347.24 百万円)

日本NGO連携無償 (5 件)  (0.97) 留学生受入 926 人

草の根・人間の安全保障無償 (31 件)  (2.79)

国際機関を通じた贈与 (6 件) (16.77)

25.94 億円 23.31 億円 (18.11 億円)

結核対策薬品機材整備計画  (3.08) 研修員受入 557 人 (374 人)

サイクロン「ナルギス」被災地小学校兼 専門家派遣 127 人 (121 人)

サイクロンシェルター建設計画  (5.81) 調査団派遣 98 人 (98 人)

人材育成奨学計画 (4 件）  (4.04) 機材供与 119.65百万円 (119.65百万円)

食糧援助（WFP連携）  (5.10) 留学生受入 1,014 人

日本NGO連携無償 （9 件）  (2.06)

草の根文化無償 （1 件）  (0.10)

草の根・人間の安全保障無償 (36 件）  (2.84)

国際機関を通じた贈与 （6 件）  (2.91)

13.51 億円 25.46 億円 (17.42 億円)

緊急無償(ミャンマー連邦におけるサイクロン 研修員受入 631 人 (374 人)

被害に対する緊急無償資金協力 (WFP連携) (0.47) 専門家派遣 126 人 (115 人

食糧援助(WFP連携)  (4.80) 調査団派遣 101 人 (95 人)

人材育成奨学計画 (4 件)  (3.70) 機材供与 70.92 百万円 (70.92 百万円)

日本NGO連携無償 (8 件)  (1.55) 留学生受入 2,106 人

草の根・人間の安全保障無償 (31 件) (2.81)

国際機関を通じた贈与 (1 件) (0.18)

46.44億円 17.45 億円

人材育成奨学計画 （4 件）  (3.29) 研修員受入 426 人

沿岸部防災機能強化のためのマングローブ 専門家派遣 108 人

植林計画  (5.83) 調査団派遣 67 人

ノン・プロジェクト無償 （1 件）  (16.00) 機材供与 141.35 百万円

少数民族地域を含む貧困地域への食糧支援

計画 （WFP連携）  (8.14)

日本NGO連携無償 (10 件) (3.54)

草の根・人間の安全保障無償 (27 件)  (2.04)

中央乾燥地村落給水計画  (6.29)

国際機関を通じた贈与 (3 件)  (1.32)

 1,925.07 億円 432.24 億円

研修員受入 5,589 人

専門家派遣 1,940 人

調査団派遣 3,055 人

機材供与 7,955.04 百万円
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（5） 海事関係の ODA プロジェクトの現状 

ミャンマーにおける海事関係の ODA プロジェクトは次の案件が予定されている。

2012 年 4 月に JICA から以下の公示が出され、現在、それぞれのプロジェクトが実施

されているが、海事産業における人材育成関係のプロジェクトは今のところ形成され

ていない。  

� ヤンゴン都市計画 MP（マスタープラン） ヤンゴン港も対象。  

� 全国運輸交通 MP  内陸水運や鉄道、道路の整備計画  

� 内陸水運 フェリー建造コンサル基本設計・詳細設計（無償）  

� IWT 造船所 施設・設備改善、運営技術指導  

� ティラワ港開発整備計画 （アプローチ航路整備も含む）  

 

（6） 海事産業に関わる人材育成に関する ODA 支援の現状と今後のあり方 

日本政府の ODA の基本方針（３つの重点分野）に「経済・社会を支える人材の能

力向上や制度整備のための支援」が挙げられているように、ミャンマーにおける人材

育成は極めて重要な支援活動である。  

表 6-3 のように、日本政府は今日までミャンマーの人材育成に対し多くのプロジェ

クトを実施してきており、更に、これらの案件数や予算は、近年になり一層の増加傾

向を示している。人材育成に関し、これまでに実施している日本の ODA 支援の内容

は次の通りである。  

① 無償資金援助  ・人材育成奨学計画  

② 技術協力    ・研修員受入  

         ・専門家派遣  

   ・機材供与  

   ・留学生受入   

 

但し、海事産業関係の人材育成に関するプロジェクトは、これまでに殆ど実施され

ておらず、また、現在も殆ど予定がないのが現状である。  

今回の現地調査では海事産業に関係する政府機関、大学、造船所、民間団体など合

計 10 か所のヒアリングと施設や設備の現状などを調査したが、どの訪問先のマネジ

メントクラスも、人材育成に関する施設・設備・機器、教材などのハード面の提供や

インストラクターや教育システムなどのソフト面の支援などに関し日本の ODA 支援

を強く期待している。とりわけ、海事大学や商船大学では、操船シミュレータ、エン

ジンシミュレータ、電子海図関連機器などの STCW 条約関連の教育機材がなく、船

員教育訓練に支障をきたしていることから、早期の導入支援要請を受けた。  

今後の進め方では、これまでの長い間、ミャンマーの海事産業関係者は日本の ODA

と疎遠であったことから、ODA の仕組みやプロジェクトにするまでの手順、そして、

プロジェクトの成果などの理解が乏しいので、先ずは、JICA 現地事務所や日本の企

業などが、日本の ODA について懇切丁寧に指導してあげることから始めるべきであ
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ろう。次いで、ミャンマーの海事産業関係者と日本側関係者の協議により、人材育成

を目的とした案件を形成し、重要性や優先度を考慮した短期、中長期の全体的な育成

計画を策定し、この計画に沿って順次プロジェクトを推進することが重要であると思

料される。  

 

（7） 日本財団などの支援事業 

日本財団や海洋政策研究財団などの日本の海事関連団体もミャンマーなどの開発

途上国に対する人材育成支援事業を行っている。  

 

1) 日本財団  

 2010 年度  国際海事大学連合の活動推進：ネットワーク構築  

    国際海事大学連合の活動推進：人材育成  

  発展途上国の海事・海洋法関係者に対する奨学金プロジェクト  

 2011 年度  国際海事大学連合の活動推進：ネットワーク構築  

    国際海事大学連合の活動推進：人材育成  

   日本財団アジア・フェローシップの推進  

   日本人シニアボランティア技術者の海外派遣  

 2012 年度  国際海事大学連合の活動推進：ネットワーク構築  

    国際海事大学連合の活動推進：人材育成  

   ミャンマー7 州の地方行政官を対象とした研修プログラムの実施  

   日本人シニアボランティア技術者の海外派遣  

出典：日本財団事業報告書より  

 

2) 海洋政策研究財団  

世界海事大学（WMU）笹川奨学生  

日本財団や海洋政策研究財団などの海事関連団体は、1987 年から WMU に学ぶア

ジア太平洋地域出身学生を主な対象者として奨学金を提供している。世界海事大学

（World Maritime University）は、国際連合の専門機関である IMO により、1983

年にスウェーデン王国マルメ市に設立された大学院大学であり、主に開発途上国の

海事関係者が海事法規政策、海上安全海洋環境行政、海運・港湾管理、海事教育訓

練の４つの専門コースについて高度な知識の習得に励んでいる。ミャンマーからの

これまでの受給者は約 30 名で、現在も毎年奨学生が参加している。今回の調査でミ

ャンマーの WMU の卒業生 14 名と人材育成に関する話をする機会を持ったが、全員

WMU の教育訓練は極めて有益であり、是非、今後も継続してほしいとの事であった。 

出典：海洋政策研究財団のブログより  
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6.2. 民間企業における教育 

1987 年以降の円借款新規供与停止以来、日本とミャンマーの経済関係は急激に縮小し、

日本の民間企業の多くがミャンマーから撤退したが、2011 年頃からの両国政府間の交渉

進展などにより、新規プロジェクトが確定し、再び日本の民間企業がミャンマーに戻り

つつある。  

民間企業の人材育成に関しても、日本の海運界、造船業界、舶用機器関係企業、航路

標識関係企業などの業界も少しずつミャンマーに進出していることから、業界別或いは

企業別にミャンマー側企業や団体と協議し、個別の教育システムを導入し、訓練終了後

のミャンマー人を雇用するものと予想される。また現在、民間企業は民間向けの外国人

技能実習制度を活用する企業が増えつつある。  

外国人技能実習制度とは、主に新興国の外国人が、日本の企業などで働くことにより、

日本の高い技術や技能を身につけ、その国の発展を担う人材を育てることを目的として

創設された国際協力のための制度のことをいう。受入れ可能な職種や作業は、68 職種、

127 作業があり、来日した外国人は「技能実習生」としての在留資格で最長 3 年間日本

に滞在できる。この制度を運用する事務局として共同組合があり、共同組合は、これま

での中国、ベトナム、インドネシアに加え 2013 年からミャンマーも受入れ対象として活

動している。  

上記のように民間企業における教育は、企業が単独で行う教育訓練システムと業界と

して行うもの、更に、共同組合を通して技能実習させるシステムの 3 つに大別される。

ミャンマーと日本の経済活動が急激に発展しつつある現在、海事産業においても民間ベ

ースの人材育成プロジェクトが増加するもの考えられる。  

出典：ヤマトデータベース共同組合 外国人技能実習生受入れ事業より  

 

6.3. 供与する資機材のメインテナンス 

この 20 年間、日本からミャンマーに供与される資機材は殆どなかったが、ミャンマー

の民主化に伴う ODA 円借款の復活などにより、今後、海事産業に対する資機材の供与も

含め、日本からの支援は急増するものと考えられる。日本から供与する海事産業関係の

資機材は、船舶から個々の部品にいたるまで大小様々なものが予想されることから、そ

れぞれのメインテナンスも品目や仕様などにより大きく異なるが、基本的には、現地で

保守整備可能なものは、その方法や整備時期などをマニュアル化し、供与した際に、現

地担当者にさまざまなマニュアルの内容を教育・指導し、後は、現地担当者のメインテ

ナンスとなる。また、現地で保守整備できないもの、例えば、操船やエンジンシミュレ

ータのソフトやコンピュータ関係で機密性の高いものは、トラブル発生時や定期的な整

備保守点検などで、日本からサービスエンジニアが現地に入り、メインテナンスするこ

とになる。  
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6.4. 海事産業を支える人材育成のための将来像 

（1） 海運・海事サービス 

一般的に海運は外航海運と内航海運に分けられる。現在 DMA に登録されているミ

ャンマーの船員数は外航と内航を合わせて約 8 万人あるものの、そのうち現在仕事に

従事しているのは半数にも満たない状況であり、残りは休職中あるいは求職中である。 

ミャンマー人船員で外航海運に登録されている船員数は 2011 年で約 2 万人となっ

ており世界の 8 位にランクされている。自国の外航海運会社は MFSL１社のみで運航

隻数は 22 隻、配乗は全員ミャンマー船員であるが、船員数は乗船中が 500 名、予備

が 100 名、合計 600 名と極めて少ない。  

BIMCO／ITF 資料によると、世界全体の外航船員数は 120 万人で、フィリピン 23

万人、インドネシア 8 万人、中国 8 万人、トルコ 6 万人と続いている。外航海運にお

ける船員の賃金は国際的に基準が決められており、フィリピンやインドネシアなどの

船員が日本や欧米の外航船に乗船し多額の外貨を稼いでいる。ミャンマーの外航船員

数は近年になり少しずつ増加しているが、まだまだ少なく、船員の能力アップおよび

人材育成の面も含め、世界の海事産業への進出促進の仕組みづくりが必要である。  

船員の能力アップおよび人材育成については、商船大学や海事大学の教材、ソフト

ウエア、教育・訓練機材、練習船などの不足と、次いで、フィリピンのように海外の

民間海運会社が自社船員育成の大学を創立するような教育システムがまだ整備され

ていないことなどが要因となっており、十分に教育訓練された優秀な卒業生を世界の

外航海運会社や船舶管理会社に送り出せない状態が続いている。  

ミャンマーの内航海運は沿岸海運（Coastal）と呼ばれているが、表 2-2 に示され

るように貨物船の 2007 年と 2011 年を比べると、隻数では 166 隻から 122 隻に減少

しているが、トン数は 47,460 トンから 93,770 トンへ倍増している。これは、わずか

4 年の間で 1 隻あたりのトン数が 286 トンから 769 トンに増えており、これは船型が

大型化していることを示している。  

今後、ミャンマーの経済成長に伴い、国内の貨物量も増加すると予想されるが、沿

岸海運においても船型の大型化や設備・装備の近代化により、船員数の増加よりもむ

しろ船員の技術能力向上、即ち、質の向上が求められることから、新しい教育訓練シ

ステムの導入と実施が最重要課題になるものと思料される。  

 

（2） 内陸水運 

ミャンマーの内陸水運は重要な社会インフラであり、同国の経済発展に伴い、国内

物流や観光業が拡大し、今後、その重要性はますます高まるものと考えられる。内陸

水運は、フェリーを 1～2 隻所有し、運航している零細事業者が多い民間会社と国営

企業である IWT に分けられるが、民間の運航フェリーは比較的に新しいものが多く、

スピードも速いが、船体構造の安全性や運航要員の教育訓練に課題が多く、事故や海

難が多いといわれている。また、IWT のフェリーは、老朽化が激しく、船のスピード

も遅く、安全性と輸送サービスに大きな課題を抱えている。IWT は老朽化したフェリ
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ーの代替計画を策定し、日本に資金援助を要望している。また、人材育成の面では、

IWT では総合的な人材育成プログラムの策定や研修センター設立の検討はまだ行わ

れていない。フェリーの船長、機関長、運航要員や IWT ドックの技師や現場作業員

は各部署で個別のショートコースの研修を行っているが、教材や研修施設、研修機材

の不足などにより、全体的に技術レベルは低く、知識も乏しい。技能や知識の向上を

図りたいが、施設や設備の建設予算がないことや、人材育成に関するノウハウの不足

などの理由により、現在のところ具体的な検討までには至っていない。  

 

（3） 造船 

ミャンマーの造船業は、ミャンマー造船公社（MS）のみが最大 12,000DWT 級の

船舶を建造できる造船所であり、港湾公社（MPA）、海事局（DMA）および内陸水

運公社（IWT）に属する造船所は小型船の新造や修理に限定される極めて小規模な造

船所である。MS はじめこれらのドックはヤンゴン川やバゴ川に面しており、水深が

浅いという物理的な制限があるために大型船の建造はできない。将来的にミャンマー

が造船立国を目指すならば、外洋に面した水深の深い場所に大規模な造船所を建設す

る必要がある。  

また、民間の造船・修理所も多数あるが、いずれも小規模であり、ウィンチやスリ

ップウェイ等の施設も無く、単に川岸で船舶の建造・修理を行うだけの造船所も多く、

ほとんどが木造船の建造・修理を行っている。このようにミャンマーの造船業は自国

や近隣国の中小型船の建造・修理とあとは主に河川を航行する小型船舶の建造と修理

が中心となっている。  

今回調査では最大の造船所であるミャンマー造船公社（MS）を訪問し、施設・設

備の視察と人材育成に関するヒアリングを行った。人材育成に関する課題では、人材

育成システムがまだ確立していないこと。人材育成のための教材やトレーニングセン

ターや研修用機材がないこと。現在進められている海外の民間造船会社との合弁事業

（J/V）が決まると、政府からの支援が受けられなくなり、人材育成面でも支障がで

るのではないかと不安に思う。などのコメントがあった。また、日本に対しては次の

要望があった。  

・造船技術の支援  

・研修施設や設備や研修用教材、機材などを整備する資金援助  

 

（4） 海事教育機関 

ミャンマーにとって船員は、雇用確保という意味においても、外貨獲得の手段とい

う意味においても重要な職業である。船員教育については、2001 年ホワイトリスト

に初めて掲載されたため、STCW '95 の要件を満足する船員教育が可能な教官、カリ

キュラム、教育機材を含む教育施設等の整備が急がれねばならないが、財政上の理由

から遅れているのが現状である。  

現在、ミャンマーに船員養成専門機関が二つあり、ミャンマー商船大学（Myanmar 
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Mercantile Marine College（MMMC））およびミャンマー海事大学（Myanmar 

Mercantile University (MMU)）である。今回の調査でこの二つの海事教育機関を訪

問し、施設・設備の見学と教育訓練に関するヒアリングを行った。  

施設・設備では、主に STCW 関連の施設・設備を見学したが、両大学共に操船シ

ミュレータやエンジンシミュレータ、ECDIS（電子海図システム）が不備または故障

中であり、教育訓練に支障をきたしていた。また、ヒアリングでは次のような課題の

説明があり、それぞれの課題に対し、日本側の支援を期待する旨の発言があった。  

・STCW 条約の改正に伴う施設・設備の改善や補強が進んでいない。具体的には、

操船シミュレータやエンジンシミュレータであり、これらのハードとソフトウェ

アの改善が必要である。  

・有資格或いは外航タンカーなどの経験豊富なインストラクターが不足している。  

・卒業生の就職先がなかなか見つからない。  

・練習船もなく、また、海外の海運会社での実習機会も増やしたいが、提携先が少

ない。  

 

上記の 2 つの大学の他、マリンエンジニアの人材育成を目的に、1985 年に設立さ

れた NPO 組織の協会である Myanmar Maritime Engineer Association（MMEA）も

訪問した。MMEA の現在の会員数は 700 名。４つの教室と一つのワークショップで

構成される研修センターを持ち研修コースを運営している。ワークショップには日本

の舶用機器メーカーから研修用として供与されたディーゼルエンジンや発電機や部

品などが数多くあり、教育訓練に有効に利用されていた。  

 

6.5. ミャンマーの海事産業を支える人材育成の将来像と日本のかかわり 

2012 年以来、欧米先進国の経済制裁も段階的に解除され、日本の ODA も全面的に復

活し、停滞していたミャンマー経済は、2013 年くらいからようやく上向きに転じている

が、未だ、経済・社会インフラの整備も遅れており、国内産業も停滞気味で国民の賃金

も低く、国民一人当たりの GDP も低い状態が続いている。  

本調査の資料に記述したように、民主化以降、ミャンマーの経済面における政府の基

本政策は、同国経済の基盤となっている農業分野の基盤整備や開発を通して近代国家建

設を目指しながら、他の分野、すなわち、全ての産業セクターにおいて、国内や海外か

らの近代的な技術的ノウハウを導入し、投資を促進することとしており、既に欧米や日

本などはミャンマー政府と具体的な話し合いに入っている。  

日本の ODA を活用した具体的なプロジェクトでは、ティラワ地区の一大工業団地

（SEZ）建設と港湾拡張整備が挙げられるが、今後、このような SEZ が国内各地に整備

され、日本や先進国の製造業が多数ミャンマーに進出し、工業や物流が大きく伸びるも

のと期待されている。工業や物流の拡大は国内の雇用機会を拡大し、国内消費に繋がり

GDP も高まることになる。SEZ により貿易量も増え、外航に加え、内航海運や内陸水運

も活性化し、中小型船への需要も高まりミャンマーの海事産業にも好影響を与えるもの
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と予測される。  

日本からの海事産業関連プロジェクトでは、内陸水運庁（IWT）へのフェリー3 隻の建

造やフェリー桟橋建設工事（無償）などがスタートしており、この他にも JICA や国土

交通省によるいくつかの海事関連調査が実施中である。  

本調査より、ミャンマーの海事産業を支える人材育成の将来像と日本のかかわりを整

理すると概ね次のとおりとなる。  

（1） 海運・海事サービス 

国内の商工業や内航、内陸水運などサービス業の産業基盤が安定するまでには、ま

だまだ 10 年、20 年の時間が必要であり、このような社会経済環境の中で、高い賃金

と外貨獲得を狙うための最高の職場は、船員として外航海運の船舶に乗ることである。 

但し、将来、SEZ の整備により、輸出入貨物の増加は期待できるものの、国際競争

が厳しい外航海運の中でミャンマーの外航海運会社に大きな成長があるかといえば

難しいかもしれないので、狙いは欧米や日本、韓国などが運航する外航船をターゲッ

トとするべきであろう。  

外航船に乗船するには、STCW 条約に基づく船員教育を受け、国際基準を満たした

優秀な船員を世界の海運会社や船舶管理会社に送り出す必要がある。  

今回の現地調査で、ミャンマー海事大学、商船大学、海事局（DMA）、民間の海事

教育団体などの施設や設備の視察と各機関のマネジメントクラスに対するヒアリン

グ調査を実施したが、いずれの訪問先も海事関係の人材育成のための施設、設備不足

や指導者（インストラクター）の不足と知識や技術レベルの低さ、教育システムの欠

如などの問題点の説明を受け、このような問題を解決するために日本に対し大きな期

待を寄せていることが明らかになった。  

また、全ての訪問先から、日本の外航海運におけるミャンマー船員の就業機会を拡

大してほしいとの要望があった。日本の外航海運では、ミャンマー船員の評価は高く、

今後、日本の ODA 等により大学や DMA へ STCW 条約に適合した教育設備や機材を

供与し、さらに、研修生制度の拡大などにより、新卒ミャンマー船員の採用を増やす

ことが可能であると考えられる。  

 

（2） 内陸水運・沿岸輸送 

ミャンマーの海事産業のポテンシャルあるいは改善可能性は、今後の内陸水運と沿

岸輸送の効率性向上であると思料される。今後のミャンマーの将来像を考えると、内

陸水運及び沿岸輸送については、経済成長に伴い船の数を増やす必要が生じる、そう

すると今のような低速で老朽化した小さな船に多数の人間が張り付いているような

運航形態では採算が合わないことになる。従い、船も大型化し、近代化されたものが

投入され、船員の労務体制なども改善されることになるから、そのような近代化船に

対応できる人材を育成し、供給する必要があると考えられる。その意味で、日本の舶

用メーカーが教育資機材として実物を供与していることは高く評価されることであ

り、今後は、さらに、ミャンマーの海事人材を日本の企業で研修する方法も検討すべ
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きであろう。  

なお、内陸水運や沿岸輸送では、人数的には少ないが商船大学（MMMC）などから

も幹部船員として採用されているが、貨物量が少ないことや低賃金、そして労働環境

の悪さなどが問題視されていることから、職場環境の改善と船員の技術レベルの向上

が急がれる。  

 

（3） 日本による海事分野に対する人材育成支援例 

船員および造船所技術者への技術移転（人材育成）一例として、2009 年から実施さ

れている JICA 案件「ヤンゴン港・内陸水運施設改修調査」を取り上げる。本プロジ

ェクトは、2008 年のサイクロンナルギスによって、被害を受けたヤンゴンおよびデル

タ地域の内陸水運施設の被害状況を調査し、復旧計画を策定した。また、それら施設

の管理者および利用者であるミャンマー港湾公社および内陸水運公社職員を対象と

したキャパシティデベロップメントを行うものである。本プロジェクトにおいて、行

われた技術移転内容は 4.1 章に示した。  

また、インドネシアやミャンマー等の未熟練労働者を３年間等の期限付きで、日本

に招き、技術力を向上させ、労働力として活用している民間会社（メーカー）がある。

これを通じ、当該国技術者の技術力が向上している。  

その他、JICA シニアボランティアによる技術協力が、2013 年 11 月～2014 年 4 月に

IWT のダラ造船所に対して行われている。  

JICA では、民間企業を支援するためのスキームがあり、毎年、民間企業からの提案

を募集している。現在、行われているスキームは、以下の通りであり、日本の民間企

業と現地企業との JV 等への支援や、日本企業が現地へ参入する支援が行われている。  

・協力準備調査（PPP インフラ事業）  

・BOP ビジネス連携促進  

・開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業  

・中小企業連携促進基礎調査  

 

（4） 人材育成の将来像 

人材育成について、これまでの日本の育成方法は、現地での指導とマネジメントク

ラスや中堅の技術者を日本に招聘して技術研修する方法を併用している。基本的には

海事産業の人材も同じ方法でよいものと考えられるが、日本からの専門家を大学や

DMA などに派遣し、現地にて教鞭をとったり、現場で指導する方が少人数の日本人

で多数のミャンマー人に教えることができるので効果的である。また、大学が求めて

いる、STCW 条約を遵守するために不可欠な操船シミュレータやエンジンシミュレー

タそして ECDIS（電子海図システム）などの設備、教材はできるだけ早期に供与す

べきである。日本の ODA は、近年増加傾向にあるが、海事関係の支援は少なく、と

りわけ人材育成関連プロジェクトが殆どなかったことから、今後、日本とミャンマー

の関係者間で具体的な案件形成と個別のプロジェクトの立ち上げを行うことが考え
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られる。  

また、これまで日本の造船会社がミャンマー造船への技術支援を行った例があるが、

今後も民間ベースで両国の民間会社の技術協力が推進されることも期待される。  

短期的には、日本からシニアエンジニアを派遣し、現地のエンジニアを指導する等

の技術提携から開始する中長期的には、日本側と現地側の合弁会社等を設立し、日本

側は施設・設備の更新等の資本注入を行い、現地の近代化を行う。これらには、上述

した日本政府の資金・技術支援を得ると共に、大規模な資本投入には円借款を活用す

る等が考えられる。  

ミャンマーの人々は、敬虔な仏教徒が多数を占め、成人の識字率も高く、親日的で

あるとともに、日本の製品に高い信頼を寄せている。ミャンマーの海事関係者も日本

の安全で、信頼性が高く、燃費性能の良い船舶・エンジンが、ミャンマーに普及する

ことを強く望んでいる。造船所の今後についても、我が国造船業が長年培ってきた製

造技術、品質管理技術等に関して、我が国造船関係者への期待も大きい。  

このようなことから、今後我が国の海事関係者がミャンマーの海事人材育成に協力

していくことは、日本とミャンマーの経済的なつながりを深め、我が国国内でも重要

な課題である海事産業における優秀な人材確保においても、将来の可能性を広げるこ

とにつながると考えられる。  

将来、我が国とアジアの関係がより深まり、人材交流が盛んになることを想定する

と、今後、ミャンマーの海事人材育成に官民さまざまな段階で協力を進めていくこと

が、日・ミャンマー双方にとり、かつ、アジア全体の経済発展において大きな価値が

あると思われる。  
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おわりに  

平成 23 年度から開始した「ミャンマーにおける海事産業の現状及び今後の動向に関す

る調査」は、平成 25 年度をもって終了します。  

この間、ミャンマーを巡る国際的な情勢は大きく変わり、同国の今後の経済発展に世

界中が注目し、その可能性に対して大きな期待を寄せています。我が国からの同国への

訪問者も大幅に増加しました。  

ミャンマーにおける調査は、各行政組織の主要メンバーとの意見交換が不可欠であり、

その積極的な協力を得なければ、海事産業の現状を正確に把握することは困難です。こ

のような困難を克服し、これまでの調査を進めることができましたのは、欧米諸国の経

済制裁が行なわれていた時期から長年ミャンマーにおいて活動している現地事情に大変

詳しい方々のおかげです。事前の先方との調整や、現地での行動の支援など様々な場面

でご協力いただきました。また、ミャンマーの方々との長年の信頼関係に基づき、ミャ

ンマー側から貴重な資料の提供を受けることもできました。  

このように本件調査取りまとめるに当たりご協力いただいた方々には心より御礼申し

上げます。また、ミャンマーの各政府機関組織の長はじめ、調査の質問事項に辛抱強く

丁寧に対応していただいたミャンマーの方々にも深く感謝申し上げます。  

ミャンマーの方々の誠実な人柄と日本への大きな期待は、本件調査の全体を通じて感

じられたことです。ミャンマーと日本の友好関係が一層進展し、ミャンマー及び我が国

の海事関係者の今後の発展に、本調査の一連の成果が活用されることを願っております。 
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参考資料‐１ ミャンマーの概況  

ミャンマーの概要と経済については、前年度（平成 24 年度）調査報告書に詳細が述べられ

ているので、本報告書では、その後に入手した情報や資料により、次の点に関し要点を簡単

に取りまとめた。  

● ミャンマーの概要  

● ミャンマー経済発展に関する基本方針  

● 運輸関連及び投資に関する法律  

● 社会経済の現状  

1.1. ミャンマーの概要  

(1) 位置  

ミャンマーは、図 1-1 に示されるように、東南アジアのインドシナ半島の西部に位置し、

中国、ラオス、タイ、バングラデシュ、インドと国境を接し、西側はアンダマン海とベンガ

ル湾に面している。  

 

出典：海事局（DMA）  図  1-1 ミャンマーの位置  
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(2) ミャンマーの概要  

1) 国名  

ミャンマー連邦共和国 The Republic of the Union of Myanmar 

2) 面積  

67 万 8,500 平方キロメートル（日本の 1.8 倍）  

陸地：65 万 7,740 平方キロメートル、河川・湖：2 万 760 平方キロメートル  

3) 国境線  

国境線の全長：5,876km 

国境線：バングラデシュ 193km、中国 2,185km、インド 1,463km、ラオス 235km、  

タイ 1,800km 

海岸線の長さ：2,228km 

4) 人口・首都  

人口：6367 万人（2012 年 IMF 推定値） 

首都：ネーピードー 

5) 言語・宗教  

言語：ミャンマー語、シャン語、カレン語等 

宗教：仏教（89.3％）、キリスト教（5.6％）、イスラム教（3.8％）、ヒンドゥー教（0.5％）  

6) 地勢  

ミャンマーの地勢は大きく次の３つの地域に分けられる。  

・西部高原地帯  

・中央部河川地帯  

・東部高原地帯  

7) ミャンマーの貿易港  

アンダマン海に面しているミャンマーの貿易港は、９港あるが、この中でヤンゴン港が

最大の貿易港である。 
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1.2. ミャンマーの経済発展に関する基本方針  

(1) 経済政策  

1988 年にミャンマー政府は、広汎な経済政策の変更を行った。すなわち、それまでの中央

で一元化されていた経済政策は、市場志向型の経済政策に転換し、幅広い分野でさまざまな

経済改革を実施することとした。  

ミャンマー政府は、同国の発展のための経済政策や経済目標を策定し、適切な市場指向型

経済システムを採用することとした。  

経済面における基本政策は、同国経済の基盤となっている農業分野の基盤整備や開発を通

して近代国家建設を目指しながら、他の分野、すなわち、全ての産業セクターにおいて、国

内や海外からの近代的な技術的ノウハウを導入し、投資を促進することとしている。この基

本政策を骨子とした具体的な経済政策として以下に示す４つの政策を公表している。  

a) 第一の経済政策は、多くの国民が従事している第一次産業である農業発展を維持し

ながら、世界の国々に後れを取らないよう他の産業の発展を実現することである。  

b) 第二の経済政策は、全ての地域や州に対し、貧困指数に応じ、適切な予算配分や税

制の適用や、外国からの補助を平等に付与することである。また、産業セクターごとの地

域開発プロジェクトやそれぞれのプロジェクトに対する海外からの投資や国内からの投

資計画を策定する。さらに、予算や海外からの援助を有効に活用するために、計画策定や

予算の実行などの管理は、これまでの中央管理委員会から各州や地域の組織へシフトする

こととした。  

c) 国民全体の経済発展を目標として、  第三の経済政策は、各州や地域のすべての経済

指標を改善する。指標は予算年次や監査期間を定めて監査する。  

d) 第四の経済政策は、プロジェクトの現地のフィールド調査や品質検査、調査レポー

トや集計などのカウンターチェックを行うことにより、高品質で正確な報告書や統計を作

成することであり、これらの信頼できる統計や情報に基づき意思決定や政策を実施する。 

(2) ミャンマー政府の運輸政策  

ミャンマー政府は、各州や地域間の輸送に関し、海陸空すべての運輸部門の輸送やセキ

ュリティや利便性や円滑なコミュニケーションを確保し、支援するために、運輸政策（ト

ランスポート·ポリシー）を定めている。政府は、社会的、経済的、政治的な分野で 12 の

国家目標を設定し、近代的な先進国への仲間入りを目指している。 

前述の４つの経済政策を達成するためには運輸セクターの役割は極めて重要であるこ

とから政府は次の運輸政策を定めた。 
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a) 経済性があり、かつ近代的な国家の実現に寄与するような輸送システム（輸送能力

も含む）を開発すること。  

b) 運輸・交通に関する全ての要件を満たし、他の経済セクターの成長や増産に対応す

るとともに成長する社会の需要や要求を満たすことができるように交通インフラを

拡張し、維持すること。  

c) 国境地域の開発や観光業の振興に貢献するために、スムーズで安全な国内および国

際的な輸送システムを確立すること。  

d) 天然資源を維持·保全することにより、全天候型の河川交通システムを実現すること。 

e) 環境保護のための国際基準に沿って航空及び海上輸送インフラを開発する。 

f) 人材育成を通じて、輸送部門を強化し、運輸業の管理能力と高度な近代的技術の専

門知識をアップグレードする。 

g) 運輸部門に関する国際条約、行為、法令、規則を遵守すること。 

h) 国内および国際輸送システムを開発し、積極的に国民のマルチモーダル輸送システ

ムの導入を図ることにおいて重要な役割を担うこと。 

i) 国、地域および国際輸送のネットワークに関する実施計画を策定する。 

(3) 輸送に関する国際・地域協力  

ミャンマーは、ASEAN、ベンガル湾他分野・経済協力イニシアティブ（BIMSTEC）、

Ayeyawaddy - チャオプラヤ  - メコン河流域開発協力（ACMES）、アジア協力対話、バン

グラデシュ·中国·インド·ミャンマー経済フォーラムのサブ地域協力の正会員である。  

メコン地域全体の輸送網の整備を目的とする東西経済回廊プロジェクトは、国連

ESCAP、ADB とメコン河委員会の支援の下で実施されている。このプロジェクトの関係

国は、中国、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオス、タイ、である。  

(4) 交通政策  

交通政策は、ASEAN 交通協力枠組み計画（1999 年から 2004 年）と ASEAN 交通アクシ

ョンプラン（ATAP）（2005 年から 2010 年）に基づき反映されている。いくつかの地域

政策の枠組みや協定は、ASEAN 域内の交通面での協力や交通サービスの自由化を導く目

的で締結されている。  

(5) 海運政策  

海運政策として次の事項が定められている。  
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� 海運会社の直接的および間接的な課税  

� 船舶投資の減価償却の方法  

� 投資補助金やその他の金銭的インセンティブ  

� 海運と造船補助金  

� カボタージュ  

� 船舶登録の手順  

� 船舶や機器の技術的仕様  

� 船員の資格  

(6) 運輸行政組織  

ミャンマーの運輸行政組織は、次の 3 省庁に分けられる。  

● 運輸省： 海上（河川を含む）と航空輸送分野を管掌  

● 鉄道省： 陸上及び鉄道輸送分野を管掌  

● 建設省： 国道や橋梁の建設と保全  

(7) 運輸省（Ministry of Transport）  

 運輸省は、下記のように５つの局、４つの公社、２つの大学の計１１の組織に分けられ、

海運（水運）、航空、港湾、造船、海事教育などを管掌している。海事産業に関係する省内

組織の主な業務も紹介する。  

・運輸局（Department of Transport）  

・民間航空局（Department Civil Aviation）  

・海事局（Department of Marine Administration）  

・気象水文局（Department of Meteorology and Hydrology）  

・水資源河川開発局（Department of Water Resources and Improvement of River 

System）  

・内陸水運公社（Inland Water Transport）  

・航空公社（Myanma Airways）  

・港湾公社（Myanma Port Authority）  

・造船公社（Myanma Shipyards）  

・海事大学（Myanmar Maritime University）  

・商船大学（Myanmar Mercantile Marine Collage）  
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1) 運輸局（Department of Transport）  

運輸省全体の企画、調整、海外窓口は、主に運輸局（Department of Transport）が担当し

ている。運輸局の主な業務は以下の通りである。  

 － 運輸政策の立案、政策の監視、運輸省全体の予算案の作成  

   － 運輸政策が法律や規制等に反映されているかの確認  

 － 運輸に関わる料金や価格および運輸システムの効率性の監視  

 － 国際および ASEAN や大メコン圏（GMS）などの地域内機関の実行計画への協力 

 － 運輸セクターにおける人材育成の効果的な推進  

 － 省内各局・公社・大学との内部調整  

 － 外国のローンで実施しているプロジェクトの精査や外資収入のある局・公社の

監査  

2) 海事局（Department of Marine Administration）  

海事局（DMA）は海上における生命の安全確保、航海における安全、海洋環境の保護

を目的として、商船法、船舶登録法、内陸水運法などの海事関係の国内法に基づき行政を

担当する重要な組織である。海事局の主な業務は次の通りである。  

 － 船舶の登録・検査  

 － 船員の資格試験と免状の発行  

 － 海難事故調査  

 － 海洋汚染の防止、管理  

 － 海上捜索、救難  

 － 海難審判  

 － 船員教育、雇用、福利厚生  

 － 海事技術に関する政府への助言  

3) 水資源河川開発局（Department of Water Resources and Improvement of River System） 

ミャンマーは広大な平野部を走る大河とその支流や運河が国際貿易や国内輸送を支えるイ

ンフラとなっている。水資源河川開発局（DWIR）はこれらの河川水系の維持管理や開発を担

当する組織であり、水路測量、河川工事、浚渫などを実施することにより、船舶の航路の安全

確保、水深の確保、河岸浸食の防止、危険水位の確定、河川の汚染防止などを行う。 

 － 水路の測量および水路図作成  

－ 水路の航行支援および内陸水運港の管理  

 － 水路の浚渫および維持管理  

 － 河川堤防、湖水護岸の浸食対策  

 － 河川汚染防止対策  
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4) 内陸水運公社（Inland Water Transport）  

ミャンマーの河川、特に、エーヤワディ川、チンドウイン川、デルタ地域、ラカイン州、

モン州、カイン州の河川航路において旅客と貨物の運送サービスの提供を行う公社である。 

IWT の船隊は、2010 年 3 月時点で、動力船 261 隻、非動力船 206 隻の計 467 隻、また、

2012 年 2 月時点の従業員数は、職員、スタッフ合わせて約 15,000 人となっている。 IWT

は船隊の新造や修繕、検査のために国内に 6 か所の造船所を保有している。  

5) 港湾公社（Myanma Port Authority）  

ミャンマーの９つの貿易港（ヤンゴン、シットウェイ、チャオピュー、タンダウェイ、

パテイン、モーラミャイン、ダウェイ、メイク、カウトゥン）を管理運営する公社であり、

主な業務は次の通りである。  

 － 港湾の管理運営および整備  

 － 港湾計画の策定と実施  

 － 港湾施設、設備、機材の提供と維持管理  

 － 航行支援業務（タグボート、パイロットボート、航行支援設備等）  

 － パイロット（水先案内）業務  

 － 海運代理店  

 － 港湾荷役、倉庫保管  

 

造船公社（Myanma Shipyards）、海事大学（Myanmar Maritime University）と商船

大学（Myanmar Mercantile Marine Collage）の概要は本編記述のとおり。  

 

1.3. ミャンマーの経済構造  

ミャンマーの経済構造を GDP でみると、第一次産業である農業、林業、畜産・漁業で 40.3％、

商業、輸送、などのサービス業が 40％、次いで工業が 17％を占めている。  
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出典：ミャンマー中央統計局  

図  1-2 産業別 GDP （2008 年～2009 年）  

 

先進国の工業の生産パターンは、生産工場が特定の港に隣接する後背地に設立されるよう

になり、常に安い労働力と経営資源を求めて世界の発展途上国に動いている。一方、消費者

はドア·ツードアサービスへのニーズが高まっていることから物流（保管・仕訳・配送）セン

ターの必要性が強まっている。従い、これからの物流では、低コストで、貨物損傷（ダメー

ジ）がなく、出荷地点から最短時間で最終的な顧客に貨物を輸送するサプライチェーン·マネ

ジメントは極めて重要な役割になる。  

ミャンマーでは先進国に比べると遅れている、コンテナリゼーション（コンテナ化）は、

コンテナの容易な荷役や取り扱い、輸送上でのいくつかの通過点で、荷役能率の高さによる

荷役時間の短縮や貨物損傷が少ないなどの優位性により、サプライチェーン·マネジメント全

体では有効である。  

(1) 海外からミャンマーへの投資（セクター別）  

2012 年 3 月の海外からミャンマーへの投資（セクター別）は表 1-1 のとおりであり、電力

が 47％、次いで油・ガス関係で 34％、運輸・通信は僅か 0.8％であった。  
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表  1-1 海外からの投資（2012 年 3 月）  

 

出典：海事局（DMA） 

 

(2) 海外からの投資（国別）  

1989 年から 2012 年までの間の国別の投資額（US$ in million）では、表 1-2 に示される

ように中国が 139 億ドル（34.5％）と他国を圧倒しており、第 2 位は、隣国のタイで 95

億ドル（23.7％）、第 3 位は香港 63 億ドル（15.6％）、第 4 位は韓国で 29 億ドル（7.3％）

であった。日本は 2 億ドル（0.5％）で 12 位に低迷している。  

また、表 1-3 は、1989 年～2001 年までと、1989 年～2012 年までの対比表であるが、日

本は 2001 年までは 9 位であったが、2012 年では 12 位と順位および投資額ともに減って

いる。  
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表  1-2 国別の投資額  

 

 

 

表  1-3 国別の投資額 （2001 年までと 2012 年までの対比表）  

 
出典：海事局（DMA） 
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(3) 日本からの投資  

表  1-4 日本からミャンマーへの投資内訳（1989 年～2012 年）  

 

出典：海事局（DMA） 

 

 

出典：海事局（DMA） 

図  1-3 日本からミャンマーへの投資内訳（1989 年～2012 年）  
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(4) ミャンマーの対日貿易  

1) ミャンマー・日本の輸出品目  

ミャンマーから日本への主要輸出品は、衣類、履物、エビ・魚、豆、ゴマ、木材、宝石、

鉱物や鉱石であり、日本からミャンマーへの主要な輸出品は、自動車や建設機械、繊維、

電気機器、鉄鋼製品などである。  

表  1-5 ミャンマー・日本の輸出品目  

 

出典：日本税関  

2) ミャンマーの対日貿易  

表 1-6 に 2007 年から 2012 年までの貿易量（トン）を示しているが、2007 年から 2011

年までは 40 万トン台に留まっていたが、2011 年から 2012 年は一気に 80 万トン台に急増

している。  

表  1-6 ミャンマーの対日貿易 年別・輸出入別（2007 年～2012 年）単位：トン  

 
出典：海事局（DMA） 

日本からミャンマーへの輸出品目 単位：100万US$

品　目 2010年 2011年 2012年 品　目 2011年 2012年 2013年

衣類 182.95 342.58 392.09 乗用車・トラック等 53.30 219.09 1024.35

履物 78.54 88.83 104.55 建設機械 116.93 144.61 94.23

エビ・魚 58.20 63.81 72.58 人造繊維の長繊維・織物 15.08 21.70 20.11

ゴマ類 24.79 29.20 31.73 人造繊維の短繊維・織物 11.59 17.86 13.77

衣類（ニット） 0.48 6.13 16.08 特殊品目 5.64 5.71 18.54

豆類 13.15 22.31 14.12 電気機器 11.39 10.62 12.29

木材及びその製品 6.26 6.21 9.11 鉄鋼 2.27 11.48 8.24

レンズ・光学用品 0.61 2.77 8.84 雑品 4.78 7.87 7.90

真珠・貴石など 7.53 8.50 6.85 綿及び綿織物 2.79 3.67 6.66

エビなどの調整食料品 2.33 3.50 3.21 紡織用繊維 2.17 4.57 6.20

その他 14.07 19.45 14.02 その他 38.27 6.39 46.45

合　計 388.91 593.29 673.18 合　計 264.21 453.57 1258.74

ミャンマーから日本への輸出品目
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1.4. ミャンマー商船法など  

(1) ミャンマー商船法  

ミャンマー商船法は 1894 年の英国の商船法に基づいて制定された。英国の法制度や国際

条約や条約コードの組み合わせにより継承ており、近年では 1954 年に改訂されている。  

法律は 9 つのパーツと 2 つのスケジュールに分割されている。また、改正の一部はミャン

マー連邦大統領の通知によって追加された。  

船舶の安全、船舶のマンニング、船員資格と有能な乗組員、乗組員の労働や労働条件及び

航行安全と船舶のマンニングを維持確保するために国内法として定められている。  

(2) 国際法や国際条約との関連  

海上における人命の安全確保や船舶からの海洋汚染を防止するために、国連の傘下組織

や国際的な専門機関により採用された様々な国際条約がある。これらの国際機関には、

IMO、 ILO や WHO があり、ミャンマー政府はそれぞれの国際機関と密接な連携をとり、

国際法や条約に対応している。  

ミャンマー政府が批准している海事関係の国際条約は次のとおりである。  

① The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III) 1982  

② International Convention for the Safety of Life at Sea 1974amendments)  

③ International Convention on Load Lines (ICLL) 1966  

④ Convention on the International Regulation for Prevention of Collision at 

Sea 1972 and 1981 amendments (COLREG 1972)  

⑤ The International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969. 

⑥ International Convention for the Prevention of Pollution from ship, 1973 /78 

Protocol (MARPOL 73/78)  

⑦ International Convention on Standards of Training, Certification and Watch 

keeping for Seafarers 1978 and amendment.  

⑧ Suppression on Unlawful Act (SUA) Convention 1988.  

⑨ The IMDG, ISM, ISPS Codes are mandatory not only to enhance the safety 

and environmental Protection but also for the efficient maritime 

Transportation 

(3) 内陸水運船の法律 Inland Steam Vessels Act (1917) 

この Act は、内陸水運を航行するすべての船舶に適用される。Act は第 I 章から第 8 章

に分けられさらに、セクションは 1 から 74 までの構成となっている。  
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内容は、船舶証書（ライセンス）の発行と船舶の安全に関するルールや、内陸水運船の運

営管理、安全運航や内陸水運船による乗客の安全輸送などが定められている。  

(4) 船舶の登録  

ミャンマーの船舶（国際航海に従事する外航船）はミャンマー船舶登録法（1841 年 7 月 5

日）と国際船舶登録のルールに従い、船舶登録を行う必要がある。船主は、登録により船舶

の国籍取得と担保権を得ることになる。内陸水運船（内航船）は Inland Steam Vessels Act (1917)

に従う。  

船舶登録の目的は、以下のとおりである。  

① 船舶の国籍取得（ナショナルアイデンティティ）  

② 所有権の証明  

③ 船舶に関する法律義務のある書類の証明  

④ 船の主要目の識別  

 

さらに、船主は登録により、以下の義務と権利を持つことになる。  

1) 義務  

①   IMO や ILO 条約の国際規則に従うこと。  

②   船舶に課せられる税や手数料などを支払う義務  

③   優先順位として自国の船員や従業員を採用すること  

④   国家緊急事態発生の場合は、船舶による輸送サービスを提供すること  

2) 権利  

①   トレーディング権  

②   保護権  

③   主権的権利  

④   国際船員を採用する権利  

⑤   乗下船などの目的で航空機により海外へ出入りする権利  
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参考資料‐２ ミャンマーの投資環境  

本資料は、「ミャンマーの投資環境と日系企業進出動向」(ジェトロ・ヤンゴン事務所長 高

原正樹、2013 年 12 月 )）の投資環境に関する部分の抜粋です。全体はジェトロ・ヤンゴンの

ホームページ（http://www.jetro.go.jp/world/seminar/98/）に掲載されております。  
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